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ベ
ト

ナ

ム

フ
エ
近
郊

の
村
落
肚
會
と
親
族
集
團

の
形
成

一
八
～

一
九
世
紀

タ
イ

ン
フ
オ

ッ
ク
村

の
事
例

上

田

新

也

は

じ

め

に

一

開
耕
氏
族

に
お
け
る
支
族

・
支
派

の
形
成

二

開
耕
氏
族

に
お
け
る
祀
先
祭
祀

三

開
耕
氏
族

に
お
け
る
族
資
産

の
形
成

お

わ

り

に
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は

じ

め

に

ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
フ
エ
周
邊
域
は
、

一
五
世
紀
ま
で
沈
香
な
ど
の
海
上
交
易
に
よ
り
繁
榮
し
て
い
た
チ
ャ
ン
パ
の
勢
力
圏
で
あ

っ
た
が
、

一

五
世
紀
末
の
黎
聖
宗
の
チ
ャ
ン
パ
遠
征
に
よ
り
キ
ン
族
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
後
の
キ
ン
族
の
入
植
に
よ
り
農
業
開
獲
が
進
展
し
た

地
域
で
あ
る
。

一
七
～

一
八
世
紀
の
分
裂
期
に
は
ベ
ト
ナ
ム
中
部
を
本
糠
地
と
し
て
南
進
政
策
を
進
め
た
廣
南
玩
氏
の
首
邑
が
置
か
れ
、

一
九

世
紀
に
入
る
と
統

一
を
果
た
し
た
院
朝
の
首
都
が
置
か
れ
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
エ
周
邊
域
は

一
五
世
紀
末
以
降
、
急
速
に
キ
ン
族
杜
會
が
獲
展
し
た
地
域
で
あ
る
が
、
廣
南
玩
氏
期

の
研
究
は
封
外
交
易
や
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南
進
と

い
っ
た
封
外
的
側
面
に
偏

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
る
廣
南
玩
氏
治
下
の
キ
ン
族
像
は
、
既
に
農
業
開
獲
が
限
界
に
達
し
つ
つ
あ

っ

　
ユ
　

た
紅
河

デ
ル
タ
に
逼
塞
す
る
人
々
と
は
異
な
り
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
て
次
々
と
南
下
し
て
い
く
移
住
民
の
杜
會
と
し

て
描
か
れ
る
。
し
か

し

一
言

で
移
住
が
盛
ん
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
全
て
の
人
々
が
そ
う
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
求
め
て
次
々
と
南
下
す

る
人
々
が
い
る

一
方
で
、
あ
る
段
階
で
移
住
せ
ず
に
入
植
地
に
踏
み
と
ど
ま
る
人
々
も
當
然
な
が
ら
存
在
し
て
お
り
、
人
藪
的
に
は
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
人
々
が
墜
倒
的
多
敷
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
藪
々
の
キ
ン
族
集
落
に
お
け
る
農
業
開
獲
の
進
展
や
集
落

蓮
螢
の
攣
遷
、
つ
ま
り
移
住
先
に
お
け
る
キ
ン
族
杜
會
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
熟
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
杜
會
史
的
検
討
は
な
お
ざ
り
に
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
廣
南
院
氏
政
灌
下
の

一
七
～

一
八
世
紀
の
杜
會
と

一
九
世
紀
初
頭
に
成
立
す
る
院
朝
期
杜
會
と

の
接
績
、
連
績
性
と

い
っ
た
鮎
が
不
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
。
特
に
廣
南
玩
氏
と
玩
朝
の
首
都
が
置
か
れ
、
比
較
的
初
期
に
開
獲
が
進
展
し
た

フ
エ
周
邊
域
に
つ
い
て

は
こ
の
よ
う
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

一
方

で
フ
エ
周
邊
域
に
は
多
く
の
漢
哺
史
料
を
保
存
し
て
い
る
集
落
が
散
在
し
て
お
り
、
現
在
ベ
ト
ナ
ム
や
日
本
の
研
究
者
に
よ
る
史
料
の

牧
集
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
フ
エ
周
邊
域
で
の
キ
ン
族
杜
會
の
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
史
料

で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
今
後
フ
エ
周
邊
域
の
杜
會
史
的
研
究
が
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。
筆
者
も
こ
の

一
環
と
し
て
二
〇

一
〇
年
三
月
よ
り

二
〇

一
一
年
九
月
に
か
け
て
フ
エ
北
郊
の
清
福
集
落

(けげ
Oづ
日
げ
①】Pげ
℃ゲ
見
q
ρ
×鋤
=
環
Q
づ帥q
勺
げOづ
ひq鴇げ
qく
Φづ
=
環
Q
づ帥q
日
同ρ
菖
づげ
↓
ゲ蔚
鋤
↓
ゲ{Φ】PI出
伍Φ)
を

中
心
と
し
て
断
績
的
に
史
料
牧
集
や
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
の

一
部
に
つ
い
て
は
既
に
前
稿
に
お
い
て
報
告
し
、
以
下
の
よ
う
な

　
　
ソ

集
落
史
を
明
ら
か
に
し
た
。
清
福
集
落
は

一
五
世
紀
後
牛
に
黎
聖
宗
の
チ
ャ
ン
パ
遠
征
に
と
も
な
う
キ
ン
族
の
入
植
に
よ
り
成
立
し
た
集
落
で

あ
る
が
、
そ
の
後
、
漸
次
的
に
耕
地
が
彊
大
さ
れ

一
七
世
紀
後
牛
に
近
隣
集
落
と
耕
地
が
接
す
る
状
態
と
な
り
、
耕
地

の
擾
大
は
限
界
に
達
し

　
ヨ
　

て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い

一
八
世
紀
初
頭
に
は
近
接
集
落
と
の
問
で
土
地
紛
争
も
獲
生
し
て
い
る
。
ま
た

一
九
世
紀

に
玩
朝
が
成
立
し
て
以

降
、
清
福
集
落
は
フ
エ
防
衛
の
重
要
捺
鮎
と
さ
れ
、
水
軍
の
駐
留

・
造
船
官
廠
の
設
置
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
集
落
内
の
居
住

人
口
は
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
フ
オ
ン
河
沿
い
に
擾
が

っ
て
い
た
居
住
匿
が

一
九
世
紀
以
降
に
ボ
ー
河
沿

い
に
も
擾
大
し
、
最
終

一101一



102

的
に
現
在
の
フ
オ
ン
河
～
ボ
ー
河
沿
い
に
振
が
る
V
字
型
の
居
住
匿
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
に
清
福
集
落
で
は
農
業
開
登
は
少
な
く
と
も

一
七
世
紀
末
に
は
限
界
に
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
エ
防
衛
上
の
捺
鮎
と

し
て
位
置
附
け
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
後
も
外
部
人
口
の
流
入
が
纏
績
し
て
い
た
。

一
方
で
清
福
集
落
に
現
存
す
る
西
山
朝
、
玩
朝
の
丁
簿
を

見
る
と

、

一
八
世
紀
末
の
段
階
で
立
村
當
初
よ
り
居
住
し
て
い
る
と
さ
れ
る
開
耕
氏
族

(七
族
)、
と
り
わ
け
播

・
院

・
黎

の
有
力
三
族
に
よ

り
ほ
ぼ
寡
占
さ
れ
て
お
り
、
開
耕
氏
族
に
屡
さ
な
い
人
々
の
人
丁
登
録
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
は
實
質
的
に
は
集
落
内

で
の
公
田
受
給
椹
、
集

落
蓮
螢

の
参
劃
権
が
先
住
氏
族
に
よ
り
猫
占
さ
れ
、
後
獲
移
住
者
の
参
入
を
阻
ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
清
幅
集
落
に
お
い

て
は
農
業
開
獲
の
限
界
、
人
口
の
飽
和
状
態
を
迎
え
た
状
況
下
に
お
い
て
、
集
落
内
に
お
け
る
既
得
灌
の
分
配
か
ら
後
獲
移
住
者
を
排
除
す
る

こ
と
に
よ
り
、
先
住
者
が
持
つ
既
得
権
を
減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
構
造
が

一
八
世
紀
末
の
段
階
で
成
立
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
清
福
集
落
と
い
う
地
縁
集
團
が
後
獲
移
住
者
の
参
入
を
阻
む
手
段
と
し
て
、
特
定
の
親
族
集
團

へ
の
蹄
囑
の
有
無

と
い
う
血
縁
的
紐
帯
を
用
い
て
い
る
鮎
で
あ
る
。
現
在
、
キ
ン
族
に
は
ゾ
ン
ホ

(8
お

9
)
と
呼
ば
れ
る
父
系
親
族
集
團
が
廣
く
分
布
し
て
お

り
、
大
牛
の
傳
統
的
キ
ン
族
集
落
は
複
籔
の
父
系
親
族
集
團
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
父
系
親
族
集
團
の
擾
が
り
は
多
く
が

一
集
落

　
　
　

内
に
と
ど
ま
り
、
集
落
を
越
え
た
領
域
的
な
振
が
り
を
持
つ
事
例
は
少
な
い
。
つ
ま
り
傳
統
的
キ
ン
族
集
落
は
複
歎
の
父
系
親
族
集
團
の
聯
合

髄
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
同
時
に
、
父
系
親
族
集
團
は
集
落
と
い
う
地
縁
集
團
の
内
部
組
織
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
お
り
、
雨
者
は
密
接
な

關
係
を
持

っ
て
い
る
。
從

っ
て
傳
統
的
キ
ン
族
集
落
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
軍
に
集
落
を
地
縁
集
團
と
し
て
分
析
す
る
だ

　
ら
　

け
で
な
く
、
そ
の
集
落
を
構
成
し
て
い
る
父
系
親
族
集
團
の
成
立
、
攣
容
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う

な
祠
鮎
か
ら
、
前
稿
に
引
き
績
き
豊
富
な
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
フ
エ
近
郊
の
清
幅
集
落
を
事
例
と
し
て
、
以
上
に
述

べ
て
き
た
よ
う
な
集
落

史
の
中

で
、
現
在
に
繋
が
る
父
系
親
族
集
團
が
ど
の
よ
う
に
攣
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
本
稿
で
は
主
史
料
と
し
て
清
福
集
落
に
お
い
て
牧
集
さ
れ
た
史
料
を
利
用
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
史
料
に
は
題
目
等
は
な
く
、
ま
た
現

時
鮎
で
文
書
館
等
に
牧
藏
さ
れ
て
い
な
い
た
め
史
料
番
號
等
も
な
い
。
そ
の
た
め
引
用
に
際
し
て
は
、
撮
影
者
が
史
料
撮
影
時
に
便
宜
的
に
附

一102一
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し
た
整
理
番
號
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
整
理
番
號
は
清
幅
集
落
の
亭

(臼
⇒げ
)
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

[D
T
P
O
O
]
、

清
福
集
落

の
寺
院

(洪
福
寺
)
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
も
の
は

[C
T
P
O
O
]
、
清
福
集
落
内

の
氏
族
の
祀
堂
も
し
く
は
族
長
宅
に
所
藏
さ
れ

て
い
る
も
の
は

[T
P
氏
族
名
○
○
]
と
し
て
い
る
。

開
耕
氏
族
に
お
け
る
支
族

・
支
派
の
形
成

先
述

の
よ
う
に
、
清
福
集
落
で
は

一
七
世
紀
後
牛
に
は
耕
地
擾
大
が
限
界
に
達
し
た
結
果
、
集
落
の
既
得
権
盆
を
守
る
た
め
に
地
縁
集
團
と

し
て
の
凝
集
力
が
強
ま
り
、
少
な
く
と
も

一
八
世
紀
末
に
は
集
落
成
員
灌
は
先
住
親
族
集
團
に
よ
り
猫
占
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
後
登
の
移
住
者
に
封
し
ど
の
よ
う
な
封
慮
を
と

っ
て
い
た
の
か
、
本
節
で
は
検
討
し
て
い
く
。
し
か
し
清
幅
集
落

に
お
け
る
家
譜
史
料
群

　
　
ワ

は
前
稿

で
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
族
人
の
姓
名
を
記
す
こ
と
に
重
鮎
を
置
い
て
お
り
、
過
去
の
族
人
を
世
代
ご
と
に
整
序
す
る
、
あ
る
い
は
世
代

聞
の
血
縁
關
係
を
記
す
と
い
う
意
識
は
稀
薄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
筆
者
の
聞
き
取
り
に
よ
り
得
ら
れ
た
後
獲
移
住
者

へ
の
封
慮
を
補

足
す
る

こ
と
に
よ
り
情
報
の
鉄
如
を
補

っ
て
い
き
た
い
。

最
初

に
開
耕
氏
族
の
構
成
に
つ
い
て
簡
軍
に
読
明
を
加
え
て
お
く
。
清
福
集
落
の
有
力
氏
族
と
し
て
は
播

・
玩

・
黎

の
三
族
が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
な
か
で
も
族
人
数
の
多

い
播

・
玩
の
二
族
は
さ
ら
に
三

つ
の
支
族
に
分
か
れ
て
お
り
、
具
髄
的
に
は
濡
族
の
場
合
、
濡
有
氏

・
播
文
氏

・

潜
玉
氏
、
玩
族
の
場
合
、
院
玉
氏

・
院
登
氏

・
院
文
氏
に
分
枝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
各
支
族
は

「第

一
派
」
「第
二
派
」
と

い
う
よ
う
に
幾
つ

か
の

「派

9

巴
」
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
從

っ
て
播
族

・
玩
族
の
場
合
、
例
え
ば

「濡
族
-
播
文
氏
-
第

一
派
」
と

い
う
よ

う
に
三
層
構
造
を
と

っ
て
い
る
。

ま
ず
溢
族

・
院
族
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
二
族
に
お
け
る
分
枝
の
時
期
や
経
緯
に
つ
い
て
は
不
鮮
明
な
部
分
が
多
い
。
前
稿
で
溢
有

氏
や
院
玉
氏
の
家
譜
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
清
幅
集
落
に
お
け
る
家
譜
編
纂
は
全
膿
的
に
世
代
を
強
く
意
識
し
た
記
述
形
式
を

取

っ
て
お
ら
ず
、
特
に

一
八
世
紀
以
前
に
關
し
て
は
こ
の
傾
向
が
強
い
。
始
祀
か
ら
歎
世
代
と
、
修
譜
か
ら
歎
世
代
の
み
が
詳
細
で
、
時
間
の
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経
過
に
合
わ
せ
て
そ
の
中
聞
の
世
代
を
引
き
延
ば
し
て
世
代
数
を
水
増
し
す
る
と
い
う
手
法
を
と

っ
て
お
り
、
結
果
と
し

て

「中
空
構
造
」
と

　
　
ワ

呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
家
譜
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
家
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
世
代
藪
を
鵜
呑
み
に
す
る
の
は
危
険
を
と
も
な
う
が
、
溢
族

の
長
支
と
さ
れ
る
溢
有
氏
、
院
族
の
長
支
と
さ
れ
る
院
玉
氏
の
家
譜
と
各
支
族
の
家
譜
の
世
代
歎
を
比
較
す
る
限
り
、
お
お
む
ね

一
六
世
紀
後

牛
～

一
七
世
紀
後
牛
の
聞
に
溢
族
の
溢
文
氏

・
溢
玉
氏
、
院
族
の
院
登
氏

・
院
文
氏
な
ど
が
分
枝
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
各

支
族
の
中
で
支
派
形
成
し
た
人
物
の
姓
名
が

一
八
世
紀
後
牛
の
家
譜
の
中
に
は
既
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も

こ
の
時
期
に
は
潜
族
、

玩
族
が
既
に
分
枝
し
て
い
た
の
は
確
實
で
あ
る
。

從

っ
て
潜
族

・
院
族
が
分
枝
し
た
経
緯
に
つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
探
る
上
で
興
味
深
い
の
は
各
支
族
聞
に
お
け
る
同
族

意
識
の
あ
り
方
で
あ
る
。
例
え
ば
現
在
の
播
族
族
長
P
L
氏
に
よ
れ
ば
、
同
姓
不
婚
の
適
用
範
園
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
支
族
内
で
の
婚
姻

は
不
可
、
各
支
族
聞
の
婚
姻
は
可
能
で
あ

っ
た
が
、
近
年
、
溢
族
内
で
の
婚
姻
を
禁
止
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
現
在
の
若
者
は
大
牛
が
集
落
を

出
て
都
市
部
で
働
い
て
お
り
、
集
落
外
の
人
々
と
婚
姻
す
る
の
が
容
易
に
な

っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
類
似
す
る
ケ
ー
ス
は
ベ
ト
ナ

ム
北
部

の
紅
河
デ
ル
タ
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
族
集
團
内

の

一
部
の
人
々
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム

(叶9

9
日
。
播
有

の

「有
」、
院
玉
の

「玉
」
な
ど
に
當
た
る
)
を
攣
更
し
、
形
式
上
は
別
の

一
族
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
し
て
相
互
の
通
婚
を

可
能
と
す
る
。
つ
ま

　　

　

り
親
族
集
團
内
に
人
工
的
に
外
婚
輩
位
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
同
姓
不
婚
則
の
適
用
を
回
避
す
る
と
い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
清
幅

集
落
の
潜
族
の
事
例
は
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
創
出
さ
れ
た
外
婚
軍
位
が
、
現
在
の
状
況
攣
化
に
よ
り
以
前
の
姿

に
戻
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
も

で
き
る
。
ま
た
玩
族
に
つ
い
て
も
現
在
は
三
支
族
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
玩
登
氏
と
玩
文
氏
の
家
譜
で
は
、
支
族
祀
か
ら
数
世
代
に
つ

い
て
は

「院
大
郎
」
と
あ
る
の
み
で
姓
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
忌
日
も
傳
わ

っ
て
い
な
い
た
め
、
長
支
で
あ
る
院
玉
氏
と
同
様
、
院
族
全
髄

の
始
祀

で
あ
る
院
爲
の
忌
日
を
支
族
の
忌
日
と
し
て
い
る
。
同
姓
不
婚
則
に
つ
い
て
は
播
族
と
同
様
で
あ
り
、
基
本
的

に
支
族
内
で
の
婚
姻
は

不
可
、
支
族
聞
の
婚
姻
は
既
に
分
枝
し
て
長
期
聞
を
経
て
い
る
た
め
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
の
播
族

・
院
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ

分
枝
し
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
同
族
意
識
は
強
く
持
ち
績
け
て
い
る

一
方
、
各
支
族
問
で
の
同
姓
婚
に
つ
い
て
は
容
認
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
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表1院 玉氏家譜 におけ る女性名の増加

整理番號
編纂年

[TP院 玉2]

1765年

[TP院 玉25]

1798年

[TP院 玉5]

1860年

[TP院 玉4]

1924年

[TP院 玉6]

1954年

増加人敷 81人 4人 148人 45人 8人

増加内繹

玩姓67人

播姓6人

黎姓2人

陳姓2人

胡姓1人

呉姓1人

院文姓1人

院玉姓1人

玩姓4人 院姓125人

溢姓17人

陳姓2人

張姓1人

萢姓1人

呉姓1人

黎姓1人

玩姓32人

播姓10人

黎姓1人

宋姓1人

■姓1人

播姓3人

玩姓2人

胡姓1人

黎姓1人

陳姓1人

院姓割合 83.7% 100.0% 84.5% 71ユ% 25.0%

れ
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
分
枝
し
て
以
降
の
各
支
族
が
集
落
内
で
外
婚
軍
位
と
し
て
の
役

割
を
憺

っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、

か

つ
て
の
清
福
集
落
で
は
集
落
内
で
の
婚
姻
が
多
敷
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な

る
。
そ
こ
で
特
に
溢
族
と
院
族
の
婚
姻
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。

ま
ず

一
八
世
紀
～
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
家
譜
が
特
に
充
實
し
て
い
る
院
玉
氏

の
各
家
譜
よ

り
婚
姻
状
況

の
あ
ら
ま
し
を
明
ら
か
に
す
る
。
清
幅
集
落

の
家
譜
は
大
牛

が
男
性

・
女
性
に
分

け
て
姓
名
を
列
墨
す
る
形
式

で
あ
り
、
列
墨
さ
れ
て
い
る
人
敷
は
男
性

と
女
性
と
ほ
ぼ
同
敷
、

も
し
く
は
女
性
名

の
方
が
若
干
多

い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
に
關
す
る
情
報
が
相
封

　　
　

的
に
多

い
の
が
清
福
集
落
の
家
譜

の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
が
、
前
稿
で
検
討
し
た
院
玉
氏
の
各

　　
　

家
譜
に
お
け
る
男
性
名
列
墨
部
分
と
同
様
、
女
性
名
列
墨
部
分
に
つ
い
て
も
家
譜
を
纏
修
す
る

た
び
に
新
た
に
死
亡
し
た
女
性
を
家
譜
に
追
加
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
情
報
の
更
新
が
な
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
院
玉
氏
現
存
最
古

の

一
七

一
九
年
修
譜

の
家
譜

[T
P
玩
玉
24
]
に
は
合
計

　
　
ソ

=
壬
二
名

の
女
性
名
が
列
墨
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
次

の

一
七
六
五
年
修
譜
の
家
譜

[T
P
玩

玉
2
]
で
は
新
た
に
八

一
名
の
女
性
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
名
は

一
七

一
九
年

～

一
七
六
五
年

の
聞
に
死
去
し
た
院
玉
氏
男
性
の
妻
、
も
し
く
は
そ
の
女
児
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
家
譜
の
縫
修
時
に
追
加
さ
れ
た
女
性

の
姓
名
を
ま
と
め
る
と

【表
1
】
の
よ

う
に
な
る
。

【表
1
】
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縫
修

の
際
に
追
加
さ
れ
た
女
性
名

の
う
ち
、
院
姓
以
外

の
女
性
に

つ
い
て
は
玩
玉
氏

の
男
性
と
婚
姻
し
た
他
族
の
女
性
と
考
え

て
問
違

い
な
か
ろ
う
。
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そ
の
内
繹
を
み
る
と
播
姓
が
最
も
多
い
。
こ
れ
は
清
福
集
落
内
の
濡
族
女
性
と
の
婚
姻
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
濡
族
以
外
の
他
姓
女
性

と
な
る
と
籔
的
に
限
ら
れ
、
黎
姓
、
陳
姓
、
呉
姓
、
張
姓
な
ど
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
開
耕
氏
族
で
あ
る
七
族
の
中

に
含
ま
れ
る
姓
で
あ

る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
現
在
の
清
輻
集
落
に
お
い
て
は
、
播
族

・
玩
族
以
外
の
七
族
と
し
て
は
黎
族
が
清
福
集
落
内

の
存
績
す
る
の
み
で

　
ね
ワ

あ
り
、
陳

・
張

・
呉

・
黄
の
四
族
は
噺
絶
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し

一
七
八
六
年
の
西
山
朝
丁
簿
を
見
る
限
り
陳

・
張

・
呉
の
三
族
は

　ヨ

少
な
い
な
が
ら
も
ま
だ
存
在
し
て
お
り
、

一
八
九
〇
年
の
院
朝
丁
簿
で
陳
姓
が

一
人
の
み
と
な
り
、
呉
姓

・
張
姓
が
消
滅
す
る
。
つ
ま
り
清
福

集
落
内

で
呉
族

・
張
族
が
消
滅
し
た
の
は
お
お
む
ね

一
九
世
紀
初
～
中
頃
、
陳
族
が
消
滅
し
た
の
は

一
九
世
紀
末
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、

【表
1
】
を
見
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
張
姓

・
陳
姓
は

一
八
六
〇
年
の
修
譜
で
追
加
さ
れ
て
以
降
、
姿
を
消
し
て
お
り
、
陳
姓
の
み

が

一
九
五
四
年
の
修
譜
で

一
名
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
玩
玉
氏
の
各
家
譜
の
縫
修
に
お
い
て
呉
姓
、
張
姓
が
消
滅
す
る
時
期
と
、
清
幅

集
落
の
人
丁
構
成
に
お
け
る
溢

・
院

・
黎
に
よ
る
寡
占
状
況
の
進
行
す
る
過
程
が
時
期
的
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
黎
姓
、
陳
姓
、
呉

姓
、
張
姓
の
女
性
に
つ
い
て
も
集
落
内
に
お
け
る
婚
姻
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
明
ら
か
に
七
族
以
外
の
女
性
と
の
婚
姻
と
考
え
ら
れ
る
の
は

胡
姓
、
萢
姓
、
宋
姓
の
女
性
の
み
と
な
る
。

次
に
院
姓
の
女
性
に
つ
い
て
見
る
と
、

一
七
六
五
年
、

一
七
九
八
年
、

一
八
六
〇
年
の
修
譜
で
追
加
さ
れ
た
女
性
名

に
お
け
る
玩
姓
の
割
合

は
八
〇

%
を
越
え
て
い
る
が
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
減
少
傾
向
と
な
る
。
こ
れ
ら
全
て
が
玩
玉
氏
男
性
の
妻
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
玩
玉
氏

族
人
の
世
帯
に
生
ま
れ
て
他
氏
族
に
嫁
い
だ
女
性
も
敷
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
時
鮎
で
雨
者
を
見
分
け
る
手
段
は
な

い
。
ま
た
キ
ン
族
は
姓
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
、
近
隣
集
落
に
も
多
く
の
玩
姓
が
存
在
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
が

含
ま
れ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
幸
い
院
文
氏
の
家
譜
に
は
清
幅
集
落
で
は
例
外
的
に

一
族
内
の
血
縁
關
係
を
詳
細
に
記
し
た

一
九
〇

一
年
修
譜
の
家
譜

[T
P
院
文
1
]
が
現
存
し
て
い
る
。
同
家
譜
は
玩
文
壁
を

「高
祀
」
と
し
、
そ
こ
か
ら

一
九
世
紀
末
に
至
る
ま
で

　ゼ

の
族
人
男
性
の
姓
名
、
そ
の
妻
子
の
姓
名
を
列
基
し
て
い
る
。
清
幅
集
落
の
家
譜
は

一
般
的
に
世
代
藪
に
關
す
る
記
述
が
曖
昧
で
あ
り
そ
の
ま

ま
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
こ
の

[
T
P
玩
文
1
]
に
つ
い
て
は
玩
文
壁
以
降
の
族
人
の
血
縁
關
係
を
か
な
り
詳
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細
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
世
代
数
は
信
用
で
き
る
。
從

っ
て

一
世
代
を
二
五
年
前
後
と
し
た
場
合
、
玩
文
壁
は
お
お
む
ね

一
八
世
紀
後
牛
の

人
物
と
な
り
、
そ
こ
か
ら

一
九
世
紀
末
ま
で
の
族
人
の
情
報
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

[
T
P
院
文
1
]
に
お

い
て
妻
、
正
室
、
側
室
、

妾
な
ど
と
記
載
さ
れ
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
他
集
落
か
ら
嫁
い
だ
女
性
の
場
合
は

「貫
～
～
」
と
原
貫
地
が
記
さ
れ
て
お
り
、
集
落
内
の
女
性

で
あ
る
か
、
集
落
外
の
女
性
で
あ
る
の
か
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

一
八
世
紀
後
牛
か
ら

一
九
世
紀
末
に
院
文
氏
男
性
に
嫁
い
だ

五
四
人

の
女
性
の
う
ち
、
院
姓
が
二
二
名
、
そ
の
う
ち
他
集
落
出
身
二
名
と
な
り
、
集
落
内
に
お
い
て
院
文
氏
男
性
と
院
玉
氏

・
院
登
氏
の
女

性
の
聞

で
の
婚
姻
が
多
数
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
潜
族

・
院
族
に
つ
い
て
は
支
族

へ
の
分
枝
の
経
緯
は
詳
細
不
明
で
は
あ
る
が
、
集
落
人
口
の
大
牛
が
こ
の
二
族
に
よ

っ
て
寡
占

さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
、
各
支
族
は
同
姓
不
婚
則
を
回
避
し
つ
つ
集
落
内
で
の
婚
姻
を
容
易
に
す
る
た
め
の
外
婚
輩
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
清
福
集
落
に
お
け
る
集
落
成
員
権
の
開
耕
氏
族
と
い
う
親
族
集
團
に
よ

っ
て
濁
占
さ
れ
て
い
た

の
と
密
接
に
關
係
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
各
支
族
に
お
け
る
支
派
の
形
成
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
先
住
氏
族
と
後
獲
移
住
者

の
關
係
に
つ
い
て
見
て

い
き
た

い
。

ま
ず
最
初
に
筆
者
が
清
輻
集
落
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
で
確
認
で
き
た
支
派
形
成
と
移
住
者
に
關
す
る
三
つ
の
事
例
を
紹
介
し
た
後
、
史

料
に
お
け
る
支
派
形
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【事
例
1
】
潜
有
氏
第
五
派

現
在

の
支
派
長
で
あ
る
P
H
V
氏
は

『武
文
族
本
派
奉
修
』

[T
P
濡
有
第
五
派
1
]
な
る

一
九
八
五
年
編
纂

の
家
譜
を
所
有
し
て
い
る
。

P
H
V
氏
に
よ
れ
ば
、
第
五
派
の
支
派
祀
は
院
朝
期
に
廣
義
省
か
ら

「水
師
」
と
し
て
清
幅
集
落
に
移
住
し
て
播
有
氏

の
女
性
と
婚
姻
し
た
後
、

族
加
入
申
請

(×
ぎ
島
号

6
0)
を
し
て
溢
有
氏
の
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
、
播
有
氏
の
中
で

一
つ
の
支
派
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

上
記
の
家
譜
に
お
い
て
も
廣
義
省
卒
山
縣
卒
河
総
安
富
村
出
身
の
高
祀
副
衛
尉
武
文
枝
が
播
氏
道
と
婚
姻
し
た
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
こ
の
謹

言
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。
P
H
V
氏
に
よ
れ
ば
播
有
氏
第
五
派
は
溢
族
、
溢
有
氏
の
忌
日
と
は
別
個
に
支
派
租
で
あ

る
武
文
枝
の
忌
日

(陰
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暦
六
月
三
〇
日
)
を
支
派

の
忌
日
と
し
て
持

っ
て
い
る
。
武
文
枝
は
清
福
集
落
に
お
い
て
死
去
し
た
が
、
墓
は
原
貫
地
の
安
富
村
に
あ
る
。
播

氏
道
の
墓
は
集
落
内
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

【事
例
2
】
院
登
氏
第
三
派

・
第
四
派

N
D
C
氏

(玩
登
氏
族
長
兼
第
一
派
長
)
及
び
N
D
H
氏

(玩
登
氏
第
二
派
長
)
に
よ
れ
ば
院
登
氏
は
現
在
、
四
つ
の
支
派
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う

ち
第
三
派
と
第
四
派
で
は
女
性
を
支
派
祀
と
し
て
い
る
。
第
三
派

の
支
派
祀
は

乞
ひq
ξ
轡

日
亘

二
9

な
る
女

性
で
、
夫
は

い
Φ
<
普

冒
。
な

る
清
化
出
身
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
四
派
の
支
派
祀
は
Z
ひq薯
警

日
三
図
9

な
る
女
性
と
さ
れ
て
い
る
が
、
夫
の
姓
名
は
不

明
で
あ

る
。
恐
ら
く
武
人
の
妾

(<
Q
σ
Φ)
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

っ
た
。

【事
例
3
】
黄
氏

(族
加
入
の
未
遂
例
)

清
福
集
落
の
開
耕
氏
族
の

一
つ
と
し
て
黄
氏
が
基
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
黄
氏
は

一
九
世
紀
末
に
清
幅
集
落
に
移
住
し
て
き
た
全
く
別
の

一
族
で
あ
る
。
現
族
長
の
H
T
氏

(
一
九
三
五
年
生
)
に
よ
れ
ば
、
租
父
の
=
身
自

=
鼠

は
水
兵
と
し
て
清
福
集
落
に
移
住
し
、
溢
文
氏
の
女

性
で
あ

る

寄

き

日
亘

↓
冨
自

と
婚
姻
し
た
。
そ
の
子
供

の
団
⊆
旨

げ
く
巳

も
同
じ
く
溢
文
氏
の
女
性
で
あ
る

寄
き

日
圧
0
げ
雪

と
婚
姻
し
、

夫
妻
の
聞
に
生
ま
れ
た
の
が
H
T
氏
で
あ
る
。
H
T
氏
は
溢
文
氏
と
の
二
代
に
わ
た
る
婚
姻
關
係
を
根
捺
と
し
て
族
加
入
申
請
を
し
て
播
文
氏

に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
抗
佛
戟
に
よ
る
混
齪
に
よ
り
果
た
せ
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
杜
會
主
義
政
権
に
よ
り
南
北
が
統

一
さ
れ
、
集
落
内
で
開

耕
氏
族

の
み
が
特
灌
を
持
つ
状
況
が
解
消
さ
れ
た
た
め
族
加
入
申
請
を
す
る
意
味
自
膿
が
な
く
な
り
、
黄
氏
の
ま
ま
現
在

に
至

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
聞
き
取
り
事
例
に
よ
り
、
清
福
集
落

へ
の
移
住
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
第

一
に
、
聞
き
取
り
に
よ
り
得

ら
れ
る
情
報
の
多
く
は

一
九
世
紀
ま
で
が
限
界
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
を
見
る
限
り
ほ
と
ん
ど
が
廣
南
省

・
廣
義
省
か
ら

の
水
軍
關
聯
の
移
住
者
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
九
世
紀
以
降
、
清
輻
集
落
が
フ
エ
防
衛
上
の
軍
事
捺
鮎
と
さ
れ
、
水
軍
部
隊
が
駐
留
し
て
い
た
こ

と
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
【事
例
2
】
で
女
性
を
支
派
祀
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
親
族
集
團
内
に
お
け
る
女

性
の
扱

い
に
強
い
原
則
性
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
恐
ら
く
清
福
集
落

へ
の
移
住
者
の
大
牛
が
軍
事
關
係
者

で
あ
る
と
い
う
事
情
が
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密
接
に
關
わ

っ
て
お
り
、
清
福
集
落
の
女
性
と
婚
姻
し
た
武
官
や
兵
士
が
、
そ
の
後
の
配
置
韓
換
や
兵
役
を
終
え
て
原
貫
地

へ
蹄
る
な
ど
の
理

由
に
よ
り
他
所

へ
移
動
し
、
妻
子
が
集
落
内
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ

に
封
し
兵
役
を
終
え

た
後
も
集
落
に
残
り
定
住
し
た
の
が

【事
例
3
】
で
あ
る
。
第
三
に
集
落
成
員
灌
を
持
て
る
の
は
實
質
的
に
開
耕
氏
族

で
あ
る
播

・
玩

・
黎
の

三
族
の
構
成
員
の
み
で
あ
る
た
め
、
移
住
者
が
集
落
成
員
権
を
得
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
三
族
と
の
婚
姻
關
係
が
必
須
で
あ

っ
た
。
し
か
し
移
住

者
の
肚
會
的
地
位
な
ど
に
も
よ
る
が
、
通
常
は
移
住
者
が
三
族
の
女
性
と
婚
姻
し
た
か
ら
と
い
っ
て
師
座
に
構
成
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

特
定
の

一
族
と
数
代
に
渡
り
婚
姻
を
繰
り
返
し
た
の
ち
、
初
め
て
そ
の
族
に
加
わ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
以
上
の
よ
う
な
清
福
集
落
に
お
け
る
支
派
形
成

の
特
徴
を
考
慮
し
つ
つ
、
清
福
集
落
の
史
料
か
ら
移
住
者

へ
の
封
鷹
を
検
討
す
る
。

ま
ず
墨
げ
ら
れ
る
の
は
玩
登
氏
祀
堂
に
現
存
す
る
史
料

[
T
P
玩
登
1
]
で
あ
る
。
こ
れ
は
族
加
入
申
請
に
際
し
て
玩
登
氏
に
封
し
提
出
さ
れ

た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

清
輻
杜
の
院
文
鵠
等
、
詞
を
立
て
著
入

・
附
派
を
乞
わ
ん
が
事
の
爲
に
す
。
民
の
曾
祀
考
陳
項
、
玩
族
玩
氏
掩
と
配
し
、
係
る
に
是
れ
戚

属

の
親
情
に
縁
り
、
軌
ち
敢
え
て
具
呈
す
。
貴
族

民
等
譜
籍
に
入
る
を
許
し
、
戚
属
の
情

萬
頼
な
る
を
表
し
め
ん

こ
と
を
。
今
粛
ん
で

ホ
　

呈
す
。

丁
亥
年
拾
月
式
拾
式
日

院
文
鶉
鮎
指

玩
文
口
貼
指

院
文
請
鮎
指

干
支
に
よ
り
作
成
年
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
年
代
特
定
が
困
難
だ
が
、
史
料
の
状
態
か
ら
恐
ら
く

一
八
八
七
年
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
曾
祀
父
の
陳
項
が
院
氏
掩
な
る
女
性
と
婚
姻
し
た
こ
と
を
根
糠
と
し
て
院
文
鵠
以
下
の
三
人
が
院
登
氏
に
加
入
を
申
請
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
聞
き
取
り
の

【事
例
3
】
を
考
慮
す
る
と
陳
項
が
玩
登
氏
の
女
性
と
婚
姻
し
た
後
、
そ
の
子
や
孫
の
世
代
に
お

い
て
も
玩
登
氏
と
婚
姻
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10

を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
曾
孫
の
玩
文
鵠
ら
の
世
代
が
族
加
入
申
請
を
す
る
に
至

っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

1

次
に
院
玉
氏
の
各
家
譜
に
つ
い
て
み
る
。
現
在
、
院
玉
氏
の
祀
堂
に
は

一
七

一
九
年
～

一
九
六
七
年
に
か
け
て
修
譜
さ
れ
た
七
つ
の
家
譜
が

　ぜ

現
存
し

て
お
り
、
各
家
譜
に
お
け
る
世
代
深
度
に
つ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
。
清
福
集
落
に
お
け
る
家
譜

の
記
述
方
式
と
し
て
は
、

全
膿
を
男
性
の
部
と
女
性
の
部
に
分
け
、
男
性
の
部
に
は
男
性
族
人
の
姓
名
を
列
墨
し
、
女
性
の
部
に
は
女
性
族
人
の
姓
名
を
列
墨
す
る
と
い

う
特
徴
が
あ
り
、
院
玉
氏
の
各
家
譜
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し

一
七
九
八
年
修
譜
の
家
譜

[
T
P
院
玉
25
]
を
見
る
と
男
性
の
部
に

　　

「
玩
氏

塒
」
「玩
氏
淳
」
な
る
明
ら
か
に
女
性
名
と
し
か
考
え
よ
う
の
な
い
人
物
が
二
名
混
入
し
て
い
る
。

一
七
九
八
年

の
修
譜
に
先
行
す
る
家

譜
は

一
七
六
五
年
修
譜
の

[T
P
院
玉
2
]
で
あ
る
が
、
こ
の
家
譜
に
は
こ
れ
ら
の
女
性
名
は
見
ら
れ
な
い
。
從

っ
て
院
氏
塙
と
院
氏
湧
と
い

う
二
人

の
女
性
は

一
七
六
五
～

一
七
九
八
年
の
聞
に
死
去
し
、

一
七
九
八
年
の
修
譜
の
際
に
新
し
く
書
き
加
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し

一
七
九
八
年
の
次
に
纏
修
さ
れ
た

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[
T
P
院
玉
5
]
で
は
男
性
の
部
か
ら
こ
の
二
人
の
姓
名
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

前
後
の
男
性
の
姓
名
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
引
き
篤
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
軍
な
る
誤
爲
で
は
な
く
意
圖
的
削
除
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
男
性
の
部

へ
の
女
性
名
の
混
入
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
と
な
る

の
は
支
派
祀
を
女
性

と
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
聞
き
取
り
の

【事
例
2
】
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に

【事
例
2
】
の
場
合
、
女
性
が
支
派
祀
と
さ
れ
た
の
は
移
住

者
と
の
婚
姻
が
原
因
と
し
て
墨
げ
ら
れ
る
が
、
玩
氏
塒
と
玩
氏
湧
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
の
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ

の
際
に

一
族
女
性
と
婚
姻
し
た
男
性
移
住
者
を
家
譜
に
記
載
す
る
の
で
は
な
く
、
便
宜
的
に
婚
姻
女
性
を
男
性
扱
い
と
し

て
男
性
の
部
に
記
載

し
た
た
め
、

一
七
九
八
年
の
家
譜

[T
P
玩
玉
25
]
で
は
男
性
の
部
に
女
性
名
が
混
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、

一
八
六

〇
年
の
家
譜

[T
P
院
玉
5
]
に
お
い
て
男
性
の
部
か
ら
女
性
名
が
削
除
さ
れ
た
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
便
宜
的
に
で
は
あ
れ

男
性
の
部
に
女
性
名
が
混
入
す
る
よ
う
な
記
述
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
編
纂
者
が
意
圖
的
に
削
除
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
父
系
血

縁
原
理

に
も
と
づ
き
男
女
を
峻
別
す
る
儒
教
的
思
考
の
影
響
が
看
取
で
き
る
。

次
に
院
登
氏
の
家
譜
に
つ
い
て
み
る
。
院
登
氏
の
家
譜
も
玩
玉
氏
の
場
合
と
同
様
、
基
本
的
に
は
姓
名
を
男
性

・
女
性

に
分
け
て
族
人
の
姓
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名
を
列
墨
す
る
の
み
の
家
譜
で
あ
る
が
、

一
八
五
六
年
修
譜
の
家
譜

[
T
P
玩
登
5
]
や

一
八
八
七
年
修
譜
の
家
譜

[
T
P
玩
登
6
]
に
は
男

性
の
部

に

「附
族
黎
文
緑
」
と
し
て
院
姓
以
外
の
人
物
が
混
入
し
て
い
る
。
先
の
聞
き
取
り
の

【事
例
2
】
に
お
い
て
は
第
三
派
の
支
派
祀
は

Z
碧
菰

⇒
↓
且
ご
o
げ
な
る
女
性
、
夫
は
い
Φ
<
普

い
仁
。
な
る
清
化
出
身
の
人
物
と
さ
れ
て
い
た
が
、
「黎
文
緑
」
を
現
代

ベ
ト
ナ
ム
語
に
音
諜
し

た
場
合

「い
Φ
<
9

い
仁
o」
と
な
り
、
同

一
人
物
で
あ
る
。
從

っ
て
移
住
者
が
族
内

に
加
入
し
て
新
た
な
支
派
を
形
成
し
た
際
、

一
八
世
紀
の

院
玉
氏

の
修
譜
と
は
異
な
り
、

一
九
世
紀
の
院
登
氏
は
修
譜
の
上
で
は

「附
族
」
と
但
し
書
き
を
附
け
た
上
で
移
住
男
性
を
記
載
す
る
と
い
う

封
慮
を
取

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
玩
玉
氏
の

一
九
世
紀
の
修
譜
に
お
い
て
男
性
の
部
か
ら
女
性
名
を
削
除
し
た
の
と
同
じ
く
、
男
女
の
別
を
強
く

意
識
し
た
封
鷹
と
言
え
る
。

以
上
、
清
福
集
落
の
開
耕
氏
族
に
お
け
る
支
派
形
成
を
中
心
と
し
て
移
住
者

へ
の
封
慮
に
つ
い
て
見
た
。
清
幅
集
落

で
は
軍
事
關
係
者
を
中

心
と
し
た
移
住
者
が
開
耕
氏
族

の
女
性
と
婚
姻
し
、
そ
の
後

「×
冒
自
9

畠
o
」
と
呼
ば
れ
る
族
加
入
申
請
を
経
て
開
耕

氏
族
内
で
支
派
形
成

す
る
事
例
が
散
見
す
る
。
聞
き
取
り
や
史
料
か
ら
確
認
で
き
る

一
九
世
紀
以
降
の
事
例
を
見
る
限
り
、
歎
代
に
渡
り
特
定

の
開
耕
氏
族
と
婚
姻

を
繰
り
返
す
必
要
が
あ
る
な
ど
、
父
系
血
縁
原
理
の
適
用
に
よ
り
容
易
に
開
耕
氏
族
の

一
員
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
仕
組
み
に
な

っ
て
お
り
、

こ
れ
が
ひ
い
て
は
移
住
者
の
集
落
成
員
灌
獲
得
を
困
難
と
す
る
こ
と
に
繋
が

っ
た
。
し
か
し

一
八
世
紀
以
前
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
院
玉

氏
の
家
譜
に
お
い
て
男
性
の
部
に
女
性
名
が
混
入
す
る
状
況
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
父
系
を

一
慮
の
原
則
と
は
し

つ
つ
も
、
そ
の
適
用

に
關
し

て
は
か
な
り
柔
軟
な
側
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
現
在
も
院
登
氏
に
お
い
て
支
派
祀
を
女
性
と
し
て
い
る
事
例
が

あ
る
よ
う
に
、

一
九
世
紀
以
降
完
全
に
解
消
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
概
し
て

一
九
世
紀
以
降
、
儒
教
的
な
父
系
血
縁
原
理
の
適
用
が
よ
り
嚴

格
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

一
一

開
耕
氏
族
に
お
け
る
祀
先
祭
祀

前
節

で
は
清
輻
集
落
の
各
親
族
集
團
が

一
九
世
紀
以
降
、
父
系
血
縁
原
理
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
後
獲
移
住
者

の
集
落
成
員
灌
の
獲
得
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を
阻
ん

で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
男
女
の
別
を
重
視
す
る
儒
教
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は

親
族
集
團
の
儒
教
的
儀
禮
に
お
け
る
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
祀
先
祭
祀
に
注
目
し
て
、
清
幅
集
落
に
お
け
る
各
親
族
集
團
の
宗
教
實
践
の
攣

カ
　

容
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
祀
先
祭
祀
が
ど
の
時
鮎
ま
で
遡
れ
る
か
で
あ
る
が
、
最
も
史
料
の
豊
富
な
院
族
長
支
の
院
玉
氏
の
場
合
、
祀
堂

に
現
存
す
る
最
古
の

家
譜
は

一
七

一
九
年
の

[T
P
院
玉
24
]
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

一
八
世
紀
初
頭
に
は
父
系
血
縁
原
理
に
基
、つ
い
た
祀
先
祭
祀
が
あ
る
程
度
行

わ
れ
て
い
た
の
は
確
實
で
あ
る
。
ま
た
播
族
長
支
と
さ
れ
る
濡
有
氏
に
つ
い
て
は
清
幅
集
落
の
開
耕
脚
で
あ
り
、
濡
族

の
始
祀
と
さ
れ
る
播
粘

の
事
跡
を
し
る
し
た

『大
宗
潜
族
給
懸
』
が

一
七
七
五
年
、
ま
た
現
存
最
古
の
家
譜
は

一
七
七
七
年
で
あ
り
、

一
八
世
紀
後
牛
ま
で
し
か
遡
れ

　　

な
い
が
、
始
祀
の
位
牌
が

一
八
世
紀
前
牛
に
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も

一
八
世
紀
初
頭
に
は
播

族

・
院
族
の
長
支
に
お
い
て
祀
先
祭
祀
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
先
述
の
院
玉
氏
最
古
の
家
譜

[T
P
玩
玉
24
]
に
お
け
る
祭
文
の
部
分
を
見
る
と
、
實
際
の
祀
先
祭
祀
の
實
践
に
は
明
ら
か
に
儒

教
以
外

の
要
素
が
色
濃
く
混
入
し
て
い
る
。

大
越
國
順
化
庭
肇
豊
府
富
榮
縣
洪
輻
杜
に
居
す
る
と
こ
ろ
の
奉
道
樵
主
族
首
玩
福
貴

・
玩
玉
鯨
…
〈中
略
、
現
在
の
族
人
を
列
墨
〉
…
院
玉

く
ら

慈
全
族
等
、
情
旨
を
言
念
す
。
所
り
は
言
念
と
な
り
、
明
う
は
人
子
と
な
る
。
恭
く
も
玄
孫

乾
陣
覆
載
の
恩
を
荷

い
、
祀
宗
生
成
の
徳

を
感
ず
る
を
以
て
述
ぶ
。
弦
の
年
に
お
い
て
臣
全
族
等
、
其
の
前
例
を
想
い
、
祀
先
に
報
答
せ
ん
と
し
、
日
の
卒
安
な
る
を
澤
び
、
慶
ん

で
法
事
を
修
む
。
顯
上
高
々
祀
陳
留
郡
玩
爲
大
郎
…
〈中
略
、
男
性
名

・
女
性
名
を
数
百
人
列
墨
〉
…
玩
氏
烹
等
の
魂

に
求
存
す
ら
く
、
追

念
生
前
の
事
々
、
能
く
濫
過
無
き
も
、
還
恩
縫
後
の
悠
々
、
未
だ
超
昇
を
護
ら
ず
。
上
は
高
曾
祀
考
自
り
未
だ
眞
境

に
登
ら
ず
、
下
は
戚

屡
玄
孫
に
及
び
或

い
は
未
だ
冥
塗
を
脱
さ
ず
。
諸
霊
爽

仙
界
に
蹄
ら
ん
と
欲
す
を
所
り
、
慶
ん
で
式
を
修
め
、
沖
科
を
按
ず
る
に
、
本

月

〈筆
者
註

H
六
月
〉
十
三
日
を
泪
取
せ
ば
、
道
流
を
請
命
し
、
津
庭
に
就
き
、
「雷
公
樵
主
兼
解
除
重
喪

・
柿
熟
所
安
」
の
樵
壇

一
莚

　　
　

を
修
設
す
。
成
な
道
典
に
依
り
、
式
の
如
く
宣
行
す
。
中
に
お
い
て
特
に
設
け
て
眞
経
を
記
諦
し
、
宣
揚
し
禮
謝
す
。
・
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こ
の
よ
う
に
、
清
福
集
落
の
家
譜
は
、
族
長
を
始
め
と
し
た
現
在
の
族
人
が
先
祀
に
封
し
て
呼
び
か
け
る
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
場
合
が

多
い
。
引
用
で
省
略
し
た
始
祀
院
爲
以
下
の
部
分
に
は
藪
百
人
の
族
人
の
姓
名
が
列
墨
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
が
實
質
的
に
は
家
譜
と
な

っ

　　

て
い
る
が
、
嚴
密
に
言
え
ば
祭
禮
の
際
の
先
祀

へ
の
呼
び
か
け
を
記
し
、
祭
壇
な
ど
に
奉
納
し
た
祭
文
の

一
種
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
祭
禮
は

陰
暦
六
月

=
二
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
後
に
見
る
院
玉
氏
の
各
家
譜
で
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
。
後
引
す
る

一
九
世
紀
以
降

の
家
譜

[T
P
院
玉
5
]
に
は
先
祀
の
露
魂
を
迎
え
て
食
べ
物
を
供
え
た
の
ち
宴
會
を
行
う
記
述
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
期
的
な
要
素
も

考
慮
す
る
と
施
餓
鬼
に
相
當
す
る
祭
禮
で
あ
ろ
う
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
先
祀
の
姓
名
を
記
し
た
あ
と
の
部
分
で
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
自
分

達
が
先
祀
を
供
養
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
彼
ら
の
露
魂
が

「超
昇
」
、
す
な
わ
ち
仙
界
に
達
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
り

、
吉
日
を
選
ん
で
道

士
を
呼
び
、
祭
壇
を
立
て
て
道
教
の
教
典
に
則

っ
て
祭
祀
を
墨
行
し
、
道
教
の
経
書
が
諦
経
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、

確
か
に
祭
祀
の
封
象
は
院
爲
以
下
の
先
祀
達
で
あ
る
こ
と
は
聞
違
い
な
い
も
の
の
、
先
祀
そ
れ
自
膿
を
姉
格
化
し
て
祭
祀
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

彼
ら
の
露
魂
が
こ
の
世
を
さ
ま
よ
う
こ
と
な
く
無
事
に
昇
仙
す
る
こ
と
を
所
る
文
章
で
あ
る
。
祭
禮
に
當
た
り
設
け
ら
れ
た
祭
壇
も
名
稻
を
見

る
限
り
雷
柿
信
仰
に
も
と
つ
く
柿
香
雷
法
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
明
ら
か
に
道
教
色
が
強
い
。
大
西
和
彦
氏

に
よ
れ
ば

一
八
世
紀
の

ベ
ト
ナ

ム
佛
教
界
で
は
時
と
し
て
佛
檜
が
道
士
を
自
構
し
て
儀
禮
を
墨
行
す
る
ほ
ど
に
肺
香
雷
法
の
思
想
や
技
法
が
普
及
し
て
お
り
、
ま
た
儒

敏
入
門
者
に
封
し
て
も
道
教
的
儀
禮
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
道
教
が
當
時
の
杜
會
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
持

っ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

　お
　

て
い
る
。
さ
ら
に
同
氏
に
よ
り

一
八
世
紀
中
か
ら
清
福
集
落

の
佛
教
寺
院

(洪
輻
寺
)
で
は
道
教
禰
が
合
祀
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
さ

　タ

れ
て
い
る
。
[
T
P
玩
玉
24
]
に
見
ら
れ
る

一
八
世
紀
初
頭
の
院
玉
氏
の
祭
祀
は
こ
の
よ
う
な
宗
敏
状
況
を
反
映
し
て
お
り
、
フ
エ
周
邊
の
庶

民
レ
ベ
ル
の
宗
教
實
践
で
は
道
教
色
が
か
な
り
強
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
注
意
す
べ
き
は
、
上
引
の
史
料
を
見
る
限
り
、
家
譜
が
作
ら
れ
た

一
七

一
九
年
の
時
鮎
で
は
祭
禮
は
屋
外
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
基
本
的
な
形
式
と
し
て
は

「道
流
を
請
命
し
、
津
庭
に
就
き
、
「雷
公
樵
主
兼
解
除
重
喪

・
柿
熟
所
安
」
の
樵
壇

一
莚
を
修
設
す
」
と

あ
る
よ
う
に
、
祭
禮
の
た
め
に
呼
ば
れ
た
道
士
が
風
水
上
の
適
地
を
選
び
、
そ
こ
に
祭
壇
を
設
け
て
祭
禮
を
行

っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
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の
時
鮎

で
玩
玉
氏
は
祀
堂
な
ど
の
祀
先
祭
祀
に
特
化
し
た
恒
久
的
施
設
を
所
有
し
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
そ
の
都
度
、
屋
外
に
祭
壇
を
設
螢
し

て
祭
禮
を
基
行
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
院
玉
氏
の
場
合
、
こ
の
時
鮎
で
始
祀
の
位
牌
な
ど
を
製
作
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
史
料

上
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
假
に
既
に
所
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
族
長
の
自
宅
の
祭
壇
に
安
置
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
玩
玉
氏
と
い
う
親

族
集
團

の
祀
先
祭
祀
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
上
引
の

一
七

一
九
年
の
家
譜

[
T
P

院
玉
24
]
に
績
き
、
縫
修
さ
れ
た

一
七
六
五
年
の
家
譜

[
T
P
院
玉
2
]
、

一
七
九
八
年
の
家
譜

[T
P
院
玉
25
]
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

例
え
ば

一
七
六
五
年
の
家
譜

[T
P
玩
玉
2
]
で
は

=

に
奮
典
に
蓮
い
、
敢
え
て
道
教
の
名
流
に
葱
み
、
樵
莚
を
璋
設
し
、
香
魂
の
超
度
に

達
す
る
を
翼
う

(
一
蓮
奮
典
、
敢
葱
道
教
之
名
流
、
緯
設
樵
莚
、
翼
達
香
魂
之
超
度
)」
と
あ
り
、
ま
た

一
七
九
八
年
の
家
譜

[T
P
玩
玉
25
]
で
は

「成
な
道
典
に
依
り
、
式

の
如
く
宣
行
す

(成
依
道
典
、
如
式
宣
行
)」
と
記
述
さ
れ
る
な
ど
、

一
七

一
九
年
の
家
譜

[
T
P
玩
玉
24
]
と
ほ
ぼ
同

様
の
文
言
が
あ
る
。
ま
た
祭
壇
の
設
螢
に
關
す
る
記
述
も
ほ
ぼ

一
七

一
九
年
の
家
譜

[
T
P
院
玉
24
]
と
同
様
で
あ
る
。
從

っ
て

一
八
世
紀
中

に
つ
い
て
は
、
道
教
色
の
強
い
祭
禮
が
屋
外
に
そ
の
都
度
祭
壇
を
設
螢
す
る
と
い
う
形
式
で
祀
先
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
道
教
色
の
強
か

っ
た

一
八
世
紀
の
状
況
に
封
し
、

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[
T
P
院
玉
5
]
で
は
儒
教
色
が
強
ま

っ
て
い
る
。
こ

の
家
譜

の
祭
文
に
相
當
す
る
部
分
を
引
用
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

大
南
國
承
天
府
香
茶
縣
永
治
総
清
福
杜
の
族
長
玩
玉
侍
…
〈中
略
、
現
在
の
族
人
を
列
墨
〉
…
玩
氏
成
全
族
の
男
女
大
小
等
網
か
に
念
え
ら

く
、
木
の
千
條
欝
欝
た
る
は
本
に
從
り
、
而
し
て
生
水
の
萬
派
滴
滴
た
る
は
源
に
由
る
。
出
験
す
る
所
の
物
類
、
根
有
り
本
有
り
。
蓋
し

人

の
生
ま
る
る
は
祀
に
由
り
宗
に
由
る
。
弦
に
臣
等
族

一
門
よ
り
出
で
、
萬
代
を
縫
傳
し
、
総
に
し
て
群
、
林
に
し
て
聚
な
り
。
乾
坤

覆
載
の
恩
を
荷
い
、
遍
き
を
泄
ら
さ
ず
、
遠
き
を
忘
れ
ず
、
祀
宗
生
成
の
徳
に
感
ず
。
故
に
内
外
異
念
有
る
を
云
う
と
難
も
、
追
思
何
ぞ

た
が
や

ま
こ
と

た
の
し

も
う

殊
と
す
る
有
る
岡
し
。
寓
寸
を

綱

し
懇
款
を

沈

と
す
る
を

柳

み
、
誠
を
致
し
敬
を
致
し
、
祭
壇
袋

に
深
所
を
啓

し
、
乃
ち
脱
し
乃
ち

超
す
。
恭
薦
す
ら
く
顯
上
高
高
高
高
祀
陳
留
郡
院
爲
大
郎
…
〈中
略
、
男
性
名
藪
百
人
〉
…
院
公
無
名
、
顯
上
高
高
高
高
祀
批
京
兆
郡
黎
氏

朶
大
娘
…
〈中
略
、
女
性
名
敷
百
人
〉…
院
氏
卒
梢
を
以
て
配
し
た
る
普
及
の
門
中

・
先
遠
の
戚
屡

・
有
名
無
位

・
有
位
無
名

・
卒
梢
の
男
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女
等
の
諸
香
魂
、
共
に
祭
莚
に
赴
く
に
、
同
に
來
た
り
て
歌
亨
す
。
伏
し
て
願
う
ら
く
、
祀
先

超
度
し
て
、
快

樂
の
郷
に
同
に
登
り
、

　お
ワ

全
族

卒
安
な
り
て
、
延
長
の
慶
を
共
に
享
け
ん
こ
と
を
。

こ
の
よ
う
に
、

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[T
P
院
玉
5
]
で
は
、

一
八
世
紀
の
家
譜
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
記
述
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
冒
頭
に

あ
る

「木
の
千
條
醗
畿
た
る
は
本
に
從
り
…
…
…
祀
宗
生
成
の
徳
を
感
ず
。
」
と
い
う
記
述
は
家
譜

・
族
譜
な
ど
で
し
ば

し
ば
見
受
け
ら
れ
る

「木
に
は
根
が
あ
り
、
川
に
は
源
が
あ
る
よ
う
に
、
現
在
の
我
々
が
あ
る
の
は
先
祀
の
お
か
げ
で
あ
る
。
從

っ
て
我
々
は
先
祀
を
こ
こ
に
祀
る
。

云
々
」
と
い
う
先
祀
と
現
在
の
人
々
の
問
の
血
脈
を
強
調
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
記
述
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
明
ら
か
に
儒
教
の

影
響
を
受
け
た
記
述
方
式
で
あ
る
。
祭
祀
封
象
と
す
る
先
祀
の
姓
名
を
列
墨
し
た
の
ち
の
後
段
部
分
を
見
る
と
、
「共
に
祭
錘
に
赴
く
に
、
同

に
來
た
り
て
散
亨
す
。
」
あ
る
い
は

「
祀
先

超
度
し
て
…
」
な
ど
の
記
述
か
ら

一
八
世
紀
に
行
わ
れ
て
い
た
屋
外
の
祭
禮
は
縫
績
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
集
ま

っ
た
族
人
達
が
屋
外
に
赴
き
、
先
祀
の
露
魂
に
食
べ
物
を
供
え
た
の
ち
宴
會
を
行
う
施
餓
鬼
に
近
い
祭
禮
が
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

一
八
世
紀
の
家
譜
に
お
い
て
必
ず
見
ら
れ
た
屋
外
で
の
祭
壇

の
設
螢
に
關
す
る
詳
細
な
記
述
は
な
く
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
記
述
を
み
る
限
り
、

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[T
P
院
玉
5
]
で
は

一
八
世
紀
の
影
響
が
明
ら
か
に
残

っ
て
は

い
る
も
の
の
、
全
膿
と

し
て
は
か
な
り
儒
教
色
の
強
い
記
述
の
仕
方
に
攣
わ

っ
て
い
る
。

次
に
播
族
長
支
の
播
有
氏
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
。
先
述
の
よ
う
に
濡
有
氏
の
場
合
、

一
八
世
紀
に
始
祀
の
位
牌
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、

一
　　

八
世
紀

の
段
階
で
祀
先
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
確
實
で
あ
る
。
最
古

の
家
譜
は

一
七
七
七
年
と
推
測
さ
れ
る

[
T
P
溢
有
1
]
で
あ
る
。

こ
の
家
譜
の
祭
文
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
前
段
部
分
は
、

大
越
國
順
化
庭
承
天
府
香
茶
縣
永
治
総
洪
福
肚
に
居
す
る
と
こ
ろ
の
奉
道
樵
主
族
長
播
有
譜
…
〈中
略
〉
…
播
氏
定
全
族
情
旨
し
、
所
り
を

言
念
と
爲
す
。
木
の
千
條
欝
欝
た
る
は
本
に
從
り
、
而
し
て
生
水
の
萬
派
濡
濡
た
る
は
源
に
由
る
。
出
験
す
る
所

の
物
類
、
根
有
り
本
有

り
。
蓋
し
人
の
生
ま
る
は
祀
宗
に
由
る
。
弦
に
臣
等
族

一
門
よ
り
出
で
、
萬
代
を
縫
傳
し
、
総
に
し
て
群
、
林
に
し

て
聚
な
り
。
乾
坤
覆

載

の
恩
を
荷
い
、
魎
き
を
泄
ら
さ
ず
、
遠
き
を
忘
れ
ず
、
祀
宗
生
成
の
徳
に
感
ず
。
故
に
内
外
異
念
有
る
を
云
う
と
難
も
、
追
思
何
ぞ
殊

一115一



116

と
す
る
有
る
岡
し
。
寓
寸
を
綱
し
懇
款
を
枕
と
す
る
を
柳
み
て
、
誠
を
致
し
謹
を
致
し
、
祭
壇
裳
に
深
期
所
を
啓
し

て
、
乃
ち
脱
し
乃
ち

　
　
　

超
す
。

と
な

っ
て
お
り
、

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
姓
名
列
墨
部
分
を
除
く
と
、
先
引
の

一
八
六
〇
年
の
玩
玉
氏
家
譜

[
T
P
玩
玉
5
]
と
ほ
ぼ
同
文

で
あ
り
、
明
ら
か
に

一
九
世
紀
の
院
玉
氏
の
家
譜
は
、
こ
の
溢
有
氏
の
家
譜

[T
P
溢
有
1
]
を
参
考
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
封
し
て
後
牛
部
分
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

本
月

〈筆
者
註

　
六
月
〉
十
四
日
、
恭
し
く
も
澱
天
夏
節
の
季
月
良
農
に
値
た
り
、
香
信
を
謹
賓
せ
ば
、
詣
り
て
玄
門
を
叩
き
、
道
流
を

　　

請
命
し
、
浮
庭
に
就
き
、
雷
司
薦
援
所
安
樵
壇
を
修
設
す
。

一
日
夜
、
成
な
道
典
に
依
り
、
式
の
如
く
宣
行
す
。

〈以
下
略
〉

こ
の
よ
う
に
祭
禮

(施
餓
鬼
)
を
行
う
に
あ
た
り
道
士
を
呼
ん
で
お
り
、
風
水
上
の
適
地
を
選
ん
で
祭
壇
を
設
螢
し
た

の
ち
道
敏
的
儀
禮
を

行

っ
て
い
る
。
祭
禮
の
式
次
第
は

一
八
世
紀
の
院
玉
氏
と
ほ
ぼ
同
様
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
院
玉
氏
の

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[
T
P

院
玉
5
]
は
前
牛
部
分
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ

[T
P
溢
有
1
]
を
引
き
爲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
牛
部
分
に
は

こ
の
よ
う
な
記
述
は
見

ら
れ
な

い
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
意
圖
的
に
参
考
に
し
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
膿
と
し
て
は

[
T
P
播
有
1
]
は

一
八
世

紀
の
院
玉
氏
家
譜
と
、

一
九
世
紀
の
院
玉
氏
家
譜
の
中
問
に
位
置
す
る
家
譜
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
玩
玉
氏
と
播
有
氏
に
お
け
る

一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
の
家
譜
記
述
の
攣
化
は
何
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　お
　

こ
こ
で
は
、
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
末
成
道
男
氏
に
よ
る
現
在
の
清
福
集
落
に
お
け
る
墓
祀
り
の
観
察
を
参
照
し
た
い
。
末
成
氏
は
二
〇
〇
五

～
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
清
幅
集
落

の
各
支
族
に
お
け
る
陰
暦

一
二
月

(けげ笹【P帥q
Oげ佃b
)
の
墓
祀
り
の
過
程
を
具
髄
的
に
記
録
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
清
福
集
落
で
は
陰
暦

一
二
月
四
日
～
二

一
日
の
聞
に
墓
祀
り
が
行
わ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
辿
る
。
ま
ず
墓
祀
り
の
前
日
に

祀
堂
に

一
族
の
も
の
が
集
ま
り
族
長
が
祭
壇
に
向
け
て
拝
禮
を
行
う
。
そ
の
翌
日
、
墓
地
に
向
か
い

一
族
の
先
祀
の
墓
周
邊
の
草
刈
り
や
整
地

な
ど
を
行

っ
た
の
ち
、
長
老
の

一
人
が
派
祀
の
墓
前
で
拝
禮
を
行
う
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
下

の
世
代
の
祀
先
の
墓

を
ま
わ
る
。
し
か
し
、
始
祀
や
支
派
祀
の
墓
や
比
較
的
最
近
に
死
亡
し
た
近
親
者
の
墓
な
ど
を
除
く
と
、
殆
ど
の
墓
で
は
埋
葬
さ
れ
て
い
る
祀
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先
の
名
前
や
世
代
、
親
族
關
係
そ
の
他
の
個
別
的
情
報
は
わ
か
ら
ず
、
墓
の
位
置
す
ら
も
曖
昧
と
な

っ
て
い
る
。
回
り
終
え
る
と

一
族
の
祀
堂

へ
と
蹄
り
、
庭
に
集
ま

っ
て
く
る
餓
鬼
と
そ
れ
ら
を
監
督
す
る
姉
様
の
た
め
の
供
え
物
の
卓
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
正
装
し
た
藪
人
の
長
老
や
参

加
者
が
祭
壇
に
拝
禮
を
行
う
。
こ
れ
が

一
段
落
す
る
と
供
え
物
は
下
げ
ら
れ
て
調
理
場

へ
蓮
ば
れ
、
正
午
近
く
に
集
ま

っ
て
き
た

一
族
の
人
々

が
卓
を
園
ん
で
の
宴
會
が
開
か
れ
る
。

末
成
氏
の
観
察
に
お
け
る
現
在
の
墓
祀
り
で
は
、
始
祀
の
墓
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
た
め
の
祭
壇
を
設
螢
す
る
と

い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
線
香
を
供
え
て
拝
禮
を
す
る
の
み
で
供
物
は
必
須
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
墓
祀
り
を
終

え
た
の
ち
祀
堂
に
お
い
て
供
物
を
供
え
、
祭
壇
前
で
拝
禮
を
行
う
た
め
墓
祀
り
で
そ
こ
ま
で
す
る
の
は
不
要
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

墓
祀
り
は
輩
に
墓
の
掃
除
を
行
う
こ
と
が
主
目
的
で
あ
る
か
ら
先
祀
に
は
挨
拶
程
度
で
よ
く
、
先
祀

へ
の
供
養
と
い
う
鮎

で
は
、
墓
を
回

っ
た

の
ち
祀
堂
で
行
う
祭
禮
の
方
が
主
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

末
成
氏
の
観
察
記
録
は
陰
暦

一
二
月
の
墓
祀
り
で
あ
る
の
に
封
し
、
各
家
譜
を
見
る
限
り
、
家
譜
の
編
纂

・
纏
修
が
行
わ
れ
先
祀
に
封
し
奉

納
さ
れ
る
の
は
陰
暦
六
月
で
あ
る
た
め
軍
純
な
比
較
は
で
き
な

い
が
、
先
引
の

一
八
六
〇
年

の
家
譜

[
T
P
院
玉
5
]
で
は

「
(先
祀
の
露
魂

と
)
共

に
祭
莚
に
赴
き
、
同
に
來
た
り
て
散
亨
す
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
先
租
の
露
魂
を
迎
え
て
供
物
を
供
え
た
の
ち
、

そ
の
お
下
が
り
で
宴
會
を
開
い
て
お
り
、
恐
ら
く
ほ
ぼ
同
様
の
式
次
第
で
墓
祀
り
と
祭
禮
が
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る

と

一
八
六
〇
年
の
家
譜

[T
P
院
玉
5
]
に
お
い
て
祭
壇
の
設
螢
に
關
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
理
由
も
明
快
で
あ
り
、
屋
外
に
お
け
る
道
教

的
儀
禮

の
記
述
の
有
無
は
、
當
時
の
玩
玉
氏
や
濡
有
氏
が
祀
堂
を
所
有
し
て
い
た
か
否
か
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
玩
玉
氏
の
祀
堂
建
設

　　

年
は
明
瞭
で
あ
り
、
院
玉
氏
祀
堂
に
は
祀
堂
建
設
の
た
め
の
土
地
契
約
文
書

[
T
P
院
玉
20
]
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
明
命
七
年

(
一
八
二
六
)

一
月
二
四
日
附
け
で
、
播
文
荘
と
黎
氏
断
の
夫
妻
が
土
園

一
高

(約
二
七
〇
、m
)
を
銭
三
五
貫
文
で
院
玉
氏

へ
と
断
責
し
て
い
る
。

契
約
文
中
に
は

「立
詞
日
自
り
、
此
の
土
園
を
交
わ
し
、
院
族
等
に
與
え
て
壼
任
し
、
祀
堂
を
結
立
し
、
子
に
傳
え
孫

に
留
め
、
永
く
己
物
と

m

爲
す
。

(自
立
詞
日
、
交
此
土
園
、
與
院
族
等
壼
任
、
結
立
祀
堂
、
傳
子
留
孫
、
永
爲
己
物
。)」
と
あ
り
、
院
玉
氏
が
購
入
地
に
祀
堂
を
建
設
す
る
た
め
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に
土
地
を
購
入
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
土
地
購
入
後
、
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
玩
玉
氏
は
祀
堂
を
建
設
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
播

有
氏
に
つ
い
て
は
祀
堂
の
建
設
年
を
直
接
示
す
よ
う
な
文
書
史
料
は
見
當
た
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
の
播
有
氏
祀
堂
に
は

「顯
承
祠
」
な
る
扁

額
が
内
部
の
祭
壇
上
に
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
製
作
年
代
は
嗣
徳
四
年

(
一
八
五
〇
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も

一
九
世
紀
前
牛
に

祀
堂
が
建
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

一
七
七
七
年
の
家
譜

[
T
P
播
有
1
]
で
は
屋
外
で
道
教
的
儀
禮
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
當
時
の
潜
有
氏
が
祀
堂
を
所
有
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
溢
有
氏
の
祀
堂
建
設
は

一
八
世
紀
末
～

一
九
世
紀
前
牛
の
問
と
推
測
さ
れ

る
。こ

の
祀
堂
建
設
を
契
機
と
し
て
、
院
玉
氏

・
溢
有
氏
の
祭
禮
の
形
態
は
大
き
く
攣
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
八
世
紀
中
は
そ
の
都
度
、
風

水
上
の
適
地
を
選
ん
で
祭
壇
を
設
螢
し
て
い
た
も

の
が
恒
久
的
施
設
と
し
て
祀
堂
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
不
要
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

屋
外
の
墓
祀
り
に
お
け
る
祭
禮
は
次
第
に
簡
略
化
さ
れ
て
祀
堂
中
心

へ
と
移
行
し
、
最
終
的
に
末
成
氏
が
観
察
し
た
よ
う
な
現
在
の
形
態
に

至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
軍
に
祭
禮
の
場
が
移

っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
祭
禮
の
實
践
に
も
大
き
な
影
響
を
與
え
て
お
り
、
祀
先
祭

祀
の
中
心
的
施
設
と
し
て
祀
堂
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
次
第
に
儒
佛
道
の
混
清
状
態
か
ら
、
や
や
儒
教
が
突
出
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。

以
上

の
よ
う
に
、
清
輻
集
落
で
は
血
縁

・
親
族
の
認
識
に
お
け
る
儒
教
的
父
系
血
縁
原
理
の
強
ま
り
と
拉
行
す
る
形

で
、
祀
先
祭
祀
を
行
う

場
と
し

て
の
祀
堂
が
建
設
さ
れ
、
宗
教
實
践
も
攣
化
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
節
で
は
こ
の
よ
う
に

一
九
世
紀
以
降
、
儒
教
色
を

強
め
つ
つ
あ

っ
た
開
耕
氏
族
が
清
福
集
落
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
族
資
産
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

三

開
耕
氏
族
に
お
け
る
族
資
産
の
形
成

本
節

で
は
清
輻
集
落
の
開
耕
氏
族
に
お
け
る
族
資
産
の
形
成
を
検
討
す
る
。
族
資
産
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
前
節
で
検
討
し
た
祀
堂

以
外
に
族
有
田
が
基
げ
ら
れ
る
。
祀
堂
が
主
と
し
て
祀
先
祭
祀
そ
の
他
の
様
々
な
祭
禮

・
會
合
の
場
と
し
て
機
能
し
、
氏
族
運
螢
の
核
に
な
る

も
の
と
す
れ
ば
、
族
有
田

(香
火
田
)
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
諸
経
費
を
賄
う
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
氏
族
の
蓮
螢
を
経
濟
面
で
支
え
る
も
の
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で
あ
る
。
現
在
の
清
福
集
落
に
は
族
有
田
は
存
在
し
な
い
が
、
統

一
後
の
農
地
改
革
以
前
に
は
開
耕
氏
族
の
多
く
が
族
有
田
を
所
有
し
て
い
た
。

溢
族
や
院
族
で
所
有
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
各
支
族
や
支
派
で
所
有
す
る
場
合
な
ど
様
々
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
三
〇
畝
以
上

の
族
有
田
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
溢
玉
氏
族
長
P
N
X
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
族
有
田
や
族
の
所
有
地
は
そ

の
由
來
の
相
違
か
ら

大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
と
い
う
。

一
つ
は
族
の
所
有
物

(o⇔
餌
げ
o)、
つ
ま
り
純
梓
に
族
人
が
資
金
を
出
し
あ

っ
て
共
同
で
購
入
し
た
も
の
。

二
つ
め
は
寄
進
に
よ
る
も
の
、
つ
ま
り
夫
婦
に
子
が
な
い
場
合
に
、
死
後
の
祭
祀
維
持
を
條
件
と
し
て
自
己
の
所
有
地
を

一
族
に
寄
進
し
た
も

の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
各
族
が
所
有
す
る
土
地
契
約
文
書
か
ら
も
確
認
で
き
、
ま
た
北
部
紅
河
デ
ル
タ
の
碑
文

拓
本
な
ど
を
見
て
も
、

族
有
田

の
購
入

・
寄
進
に
關
す
る
碑
文
が

一
七
世
紀
後
牛
以
降
、
急
増
し
て
い
る
よ
う
に
こ
と
さ
ら
特
殊
な
も
の
で
は
な

い
。
三
つ
め
は

「牛

公
牛
私

(σ
き

。曾
ひq
σ
き

巳
)」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
P
N
X
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
嘉
隆
年
聞

(
一
八
〇
二
～

一
八

一
九
)
に
杜
か
ら
責
却

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
溢

・
院

・
黎
の
三
族
の
み
が
所
有
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
デ
ィ
ン
や
各
祀
堂
に
現
存
し
て
い
る
文
書
群
を
捜
索
す

る
と
、
確
か
に
こ
れ
に
該
當
す
る
と
思
わ
れ
る
嘉
隆

一
二
年

(
一
八

=
三

一
〇
月
二
六
日
附
け
の
土
地
費
買
關
聯
の
文
書
群
が
現
存
し
て
い

る
。
以
下
、
こ
れ
ら
に
よ
り

「牛
公
牛
私
」
の
族
有
田
の
成
立
経
緯
と
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
。

ま
ず

「牛
公
牛
私
」
の
族
有
田
が
成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
清
輻
集
落
デ
ィ
ン
所
藏
の

[D
T
P
27
]

を
見
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
若
干
、
鉄
損
や
ベ
ト
ナ
ム
語
文
法
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
以
下
に
現
代
語
課
を

示
す
。富

榮
縣
洪
福
杜
に
お
け
る
我
が
杜
の
員
職

・
行
都

・
郷
老
等

計

こ
こ
に
約
を
定
め
る
。
本
杜
は
デ
ィ
ン
に
集
ま
り
以
下
の
こ
と
を
定
め
た
。
前
年
よ
り
公
務
の
勢
役
が
甚
だ
多
く
、
そ
の
た
め
各
家
人
や

該
隊
の
積
に
借
金
し
、
契
約
を
交
わ
し
、
十
五
畝
の
田
に
つ
い
て
は
、
既
に

(そ
の
契
約
に
基
づ
く
)
耕
作
期
間
が
終
了
し
た
。
我
が
肚
は

契
約
に
基
づ
き
買
い
戻
し
を
求
め
た
が
、
該
隊
の
積
は
そ
の
買
い
戻
し
金
の
受
領
を
拒
否
し
た
。
時
は
三
月
か
ら
九
月
に
移
り
、
再
び
買
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い
戻
し
を
求
め
た
。
上
申
が
役
所
の
官
僚
に
ま
で
至
り
、
問
題
の
田
を
我
が
杜
が
耕
作
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
し
か
し
買
い
戻
し
資
金

の
調
達
の
術
が
な
く
、
我
が
肚
の
官
員
や
郷
職
は
會
合
し
、
買
い
戻
す
田
を
各
族
が
耕
作
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
か
わ
り
に
、
我
が
肚
は

各
族
か
ら
金
銭
を
徴
牧
し
、
そ
の
資
金
に
よ
り
該
隊
の
積
や
各
家
人

へ
の
返
濟
に
充
て
る

一
方
、

(耕
作
を
許
可
さ
れ
た
)
各
族
の
田
は
香

火
田
と
し
、
子
孫
に
纏
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
定
め
た
。
も
し
後
世
、
某
人
が
約
定
を
蓮
守
せ
ず
、
こ
の
田
に
よ
り
飲
み
食
い
し
、
祀
先

へ
の
祭
祀
を
怠

っ
た
な
ら
ば
、
我
が
肚
は
内
族
に
よ
り
、
耕
作
者
を
交
替
さ
せ
、
そ
の

一
族
が
祭
祀
に
充
て
る
こ
と
を
許
す
。
…
〈中
略
。

　お
　

鉄
損
に
よ
り
文
意
不
明
〉
…
。
約
定
を
蓮
守
し
て
行

い
、
永
久
に
香
火
田
と
な
す
。
こ
こ
に
定
め
る
。

…

〈中
略
。
費
約
内
容
を
列
墨
〉…

ま
た
租
税
の
納
入
に
つ
い
て
は
、
各
族
は
我
が
杜
の
規
則
に
從
う
。

嘉
隆
十
二
年
十
月
二
十
六
日
。
〈以
下
略
。
記
名

・
鮎
指
が
九
〇
名
前
後
〉

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
福
杜

(清
幅
集
落
)
は
前
年

(
一
八

一
二
)
に
納
税
負
憺
に
耐
え
き
れ
ず
、
該
隊
の
積
な
る
人
物
な
ど
に
借
金
を
し
て
い
る
。
㎜

一
八

=
二
年
三
月
に
清
福
肚
は
買
い
戻
し
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
契
約
内
容
は
十
五
畝
の
田
土
耕
作
権
の
典
責
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
清
輻
杜
に
よ
る
買
い
戻
し
請
求
を
該
隊
の
積
は
拒
否
し
て
耕
作
を
績
け
た
。
九
月
に
至

っ
て
耕
作
灌
を
取
り
戻
す
こ
と

に
成
功
し
た
も
の
の
、

買
い
戻
し
資
金
の
調
達
が
で
き
ず
に
集
落
内
の
各
族
か
ら
資
金
を
捺
出
し
て
世貝
う

一
方
、
見
返
り
と
し
て
買
い
戻
し
た
田
土
の
耕
作
権
を
與
え
、

　
お
　

そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
香
火
田
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
さ
ら
に
香
火
田
の
蓮
用
に
つ
い
て
も
定
め
、
あ
る
人
物
が
香
火
田
を
私
物
化
し
た
場
合

は
そ
れ
を
没
牧
し
て

「内
族

9

づ
Ω
」、

つ
ま
り
父
方
親
族
に
再
び
與
え
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
婚
族
に
香
火

田
の
耕
作
権
が
渡
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の

一
族
が
香
火
田
を
喪
失
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
香
火
田
の
所
有
者
で
あ
る
各
氏
族
が
父
系
親
族
集
團
で

あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
意
識
し
た
規
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
各
氏
族
に
封
し
て
香
火
田
を
與
え
る
経
緯
や
運
用
の
規
定
を
述
べ
た
の
ち
、
責
却
す
る
田
土
の
場
所

・
慣
格

・
購
入
者
な
ど
が

列
墨
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が

【表
2
】
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
概
ね

一
畝
に
つ
き
銭
八
〇
～
九
〇
貫
ほ
ど
の
債
格
で
、
金
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表2[DTP27]に おける香火 田獲得状況

獲得者 場所 面積 種別 債額 備考

■■■■■奴

上外件 1畝2高 一等田
銭11■ 貫

上塩群 3高
一等田

銭18貫

城豪 5高 一等田
銭45貫

播族溢玉環奴
外蜴 1畝 一等田

銭90貫
→[TP播 玉5]に 封鷹上榜椥 5高

一等田
銭41貫

溢族溢文恩奴
濃西 8高 一等田

銭72貫 →[TP播 文15]に 封慮

か?城豪 1畝 一等田
銭90貫

玩族院文灌奴
下塩群 1畝 一等田

銭85貫
→[TP玩 玉22]に 封慮

尖堆群 5高 一等田
銭39貫

玩族院輝絵奴 患場下 1畝 一等田
銭85貫 →[TP玩 登5]に 封癒

黎族黎登殿奴 下外件 1畝 一等田
銭85貫

院族玩文容奴 漬浬葛 1畝 一等田
銭82貫

玩族院光牧奴 上堆群 5高 二等田 銭30貫

院族院光得奴 下外件 6高 一等田
銭49貫

■■■■■奴 鉄損 によ り不 明 3高 一等田
銭22貫

鉄損 に より不 明 ■■中 3高 一等田
銭23貫

■■■■義奴 患場下 1高 一等田 銭7貫

黎族黎文設奴 城豪 1高 一等田 銭7貫

黎族黎公英 上榜榜椥 5高 一等田
銭37貫

院族院登車奴 患場中 1畝 一等田
銭82貫

記載 な し 長蔽下 5高 一等田
銭41貫 →[DTP26]に 封 鷹

額
に
し
て
銭

一
一
〇
〇
貫
以
上
、
面
積
に
し
て

一
五
畝

徐
り
の
田
土
の
耕
作
権
が
責
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

　　

か
る
。
農
地
改
革
が
行
わ
れ
る
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
共

有
田
の
総
面
積
は
三
〇
畝
絵
り
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の

嘉
隆
年
間
の
取
引
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
族
有
田
は
そ
の

中
で
牛
分
ほ
ど
の
割
合
を
占
め

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
方

で
清
福
集
落

の
各
氏
族
の
祀
堂
を
中
心
と
し
て
、

こ
れ
に
封
慮
し
て
全
く
同
年
月
日

の
土
地
契
約
文
書
が

現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
記
さ
れ
た
購
入
内
容
を
ま

　お
　

と
め
た
も
の
が

【表
3
】
で
あ
る
。
【表
2
】
と

【表
3
】

を
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
院
玉
氏
祀
堂
所
藏
の
土
地
契

約
文
書

[T
P
院
玉
22
]
は
、
[D
T
P
27
]
に
お
い
て

「
玩
族
院
文
権
」
へ
責
却
し
た
田
土
と
ほ
ぼ
封
憲
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
封
し
潜
玉
氏
祀
堂
所
藏
の

土
地
契
約
文
書

[
T
P
播
玉
5
]

は

[D
T
P
27
]
で

「溢
族
播
玉
環
」
に
責
却
さ
れ
た
二
箇
所
の
田
土
の
う
ち
、

そ
の

一
つ
の
み
を
購
入
し
た
も

の
で
あ
り
、
費
却
者
が

「洪
輻
肚
溢
族
…
本
族
」
、
購
入
者

が

「内
族
派
溢
玉
環

…
等
」
と
な

っ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
「播
族
溢
玉
境
」
が
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表3現 存の嘉隆12年10月26日 の土地契約文書

整理番號 所藏 年 月日 責却者 購入者 場所 面積 債格

[TP玩 玉22]
玩玉氏
祀堂

嘉 隆12年

10月26日

富榮縣洪幅杜員
職行都郷老全本
杜等

院族 院文権 ・玩

玉 立 ・院 玉幸 ・

院 幅 凋 ・玩 玉

仁 ・院公 善全族

等

下堆群虞 1畝
銭

125

貫尖塩群虞 5高

[TP玩 登5]
玩登氏
祀堂

嘉 隆12年

10月26日

富榮縣洪幅杜員
職行都郷老全杜
等

院族 院老練 ・玩

文糖 ・院 老■ ・

院登車 ・玩文権

全族等

患場下虚 1畝

銭

85

貫

[TP溢 玉5]
播玉氏
祀堂

嘉 隆12年

10月26日

洪幅肚播族播文

賓 ・溢文憲 ・溢

文 率 ・播 文銭 ・

播 文 釘 ・溢 文

申 ・播 文泰 ・溢

討 ・溢文荘 ・溢

文秋 同本族等

内族派溢 玉墳 ・

播 玉 鎭 ・播 玉

柾 ・溢玉軍 ・播

玉 鐘 ・溢 玉能 ・

播玉 治等

上榜椥慮 5高

銭

39

貫

500

[TP溢 文15]
播文氏
祀堂

■■■■■

10月26日

富榮縣洪福杜員
職行都郷老■杜
等

播族族長副衛尉

溢文宿 ・前杜長

播達 ・播恩 ・播

文寛全族

四至 のみ

を 記 載。

庭名 は不

明

8高

銭

80

貫

[DTP26]
清幅

集落

デ イン

嘉 隆12年

10月26日

富榮縣洪幅杜員
職行都郷老全杜
等

該 團黎登 弟 ・黎

登道 ・黎登定
長蔽外件 5高

銭

41

貫

中
心
と
な

っ
て
二
箇
所

の
土
地
を
取
得
し
た
の
ち
、
さ
ら
に

溢
族
内
で
細
分
化
し
た
も

の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
り
こ
の
よ

う
な
形

で
族
内
の
支
族
や
支
派

へ
と
分
割
し

つ
つ
韓
責
し

　あ
ワ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
【表
2
】
を
見
て
も

わ
か
る
よ
う
に
、
[D
T
P
27
]
に
記

さ
れ
た
各
購
入
者
團

膿
は
必
ず
し
も
現
在

の
有
力
氏
族
と

一
致
し
て
い
な

い
こ

と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
清
福
集
落
か
ら
の
族

有
田

の
梯
い
下
げ
が

「播
族
」
「玩
族

」
「黎
族
」
と

い
っ
た

上
部
軍
位
に
の
み
な
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
族
内
で
各
支
族
、
各

支
派

へ
と
細
分
化
さ
せ
て
い
く
と

い
う
よ
う
に
秩
序
だ

っ

た
手
法
で
は
な
く
、
財
力
さ
え
あ
れ
ば
支
族
、
支
派
で
あ

っ

て
も
任
意
に
購
買
者
團
膿
を
結
成
し

て
梯
い
下
げ
封
象
と

　　
　

な
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
嘉
隆

一
二
年

(
一
八

=
二
)

一
〇
月

二
六
日
に
お
け

る

一
連
の
土
地
取
引
に
よ
り
清
幅
集
落

の
有
力
氏
族

の
大

牛
は
香
火
田
、
す
な
わ
ち
族
有
田
を

保
有
す
る
に
至

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

「牛
公
牛
私
」
の
族
有
田
の

性
格
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
の
は
、
末
尾
に
附
さ
れ
た

一
文

で
あ
る
。
こ
れ
は
當
時

の
土
地
制
度
を
踏
ま
え
る
必
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要
が
あ
る
が
、
ま
ず
前
提
と
な
る
の
は
清
福
集
落
の
耕
作
地
は
制
度
上
全
て

「公
田
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
公
田
は
制
度
的
に
は
國

有
田
で
あ
り
、
國
家

の
定
め
た
均
田
例
に
よ
り
個
人
の
身
分
や
年
齢
な
ど
に
慮
じ
て
ど
れ
だ
け
の
公
田
を
分
配
す
る
か
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
均
田
例
は
黎
朝
前
期
の
洪
徳
均
田
例
に
よ
り
確
立
し
、
當
初
は
村
落
レ
ベ
ル
に
ま
で
強
い
國
家
的
統
制
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
紅
河
デ
ル
タ
を
中
心
と
し
た
北
部
で
は

一
七
～

一
八
世
紀
に
は
公
田
の
國
家
管
理
は
後
退
し
、
公
田
の
分
配
は
各
集

　　

落
の
手

に
委
ね
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
實
質
的
に
は
村
落
共
有
田

へ
と
攣
質
し
て
い
く
。
こ
れ
は

一
七
世
紀
後
牛
に
北
部
で
は
徴

　　

税
の
村
請
け
制
が
制
度
的
に
確
立
す
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
概
ね
廣
南
玩
氏
治
下
の

一
七
～

一
八
世
紀
の
清
幅
集
落

に
つ
い
て
も
當
て
は
ま
り
、
田
税
の
課
税

の
基
礎
と
な
る
地
籍
簿
に
つ
い
て
は
景
治
七
年

(
一
六
六
九
)
に
作
成
さ
れ
て
以
降
、
玩
朝
に
よ
り

　せ

嘉
隆

=
二
年

(
一
八
一
四
)
に
新
し
い
地
簿
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
約

一
世
紀
牛
の
聞
、
全
く
測
量
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら

に
こ
の
よ
う
な
状
況
に
拍
車
を
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
西
山
黛
の
勃
興
に
よ
る
廣
南
院
氏
政
権
の
崩
壊
と
北
部
の
黎
鄭
政
権
軍

の
進
駐
、
そ
の
後
の
黎
鄭
政
灌
の
滅
亡
と
西
山
朝
の
成
立
、
さ
ら
に
廣
南
玩
氏
の
末
喬
で
あ
る
玩
福
暎
が
西
山
朝
を
滅
ぼ
し
玩
朝
が
成
立
す
る

と
い
う

一
八
世
紀
末
の
目
ま
ぐ
る
し
い
政
権
交
代
に
よ
る
杜
會
的
混
齪
で
あ
る
。
西
山
黛
に
よ
る
混
齪
に
乗
じ
て
フ
エ
を
占
領
し
た
黎
鄭
政
権

　
む
　

の
下
で
奮
廣
南
院
氏
治
下
の
地
域
を
祠
察
し
た
黎
貴
惇
は

『撫
邊
雑
録
』
巻
三
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

順
化
庭
二
百
年
、
生
聚
の
絵
あ
り
、
邑
里
相

い
望
む
。
部
ち
癸
巳
年

(
一
七
七
三
)
丁
簿
、
九
縣
州
八
百
六
十
二
杜
村
坊
、
人
藪
共
せ
て

十

二
萬
六
千
八
百
五
十
七
人
、
納
む
る
と
こ
ろ
の
差
絵
各
銭
三
千
六
百
貫
に
至
る
。
盛
ん
と
謂
う
べ
し
。
而
し
て
宴
田
十
五
萬
三
千
百
八

ド
ン
ホ
イ

十

一
畝
を
過
ぎ
ず
、
山豆
に
人
多
く
田
少
き
に
非
ざ
ら
ん
や
。
昔
辰
時
同
犯
の
商
販
富
春
に
流
通
し
、
米
十
升
を

一
斜
と
爲
し
、
僅
か
銭
三

ク
イ
ニ
ョ
ン

阻

に
し
て
、
ほ
ぼ

一
人

一
月
の
食
に
充

つ
。
民
未
だ
農
に
お
い
て
汲
汲
と
せ
ざ
る
也
。
今

蹄
仁

齪
を
構
え
、
嘉
定

隔
阻
せ
ば
、
人
相
い

乏
食
を
以
て
憂
と
爲
す
。
故
に
王
帥
の
甫
定
以
來
、
米
債
貴
く
し
て
田
債
亦
た
高
し
。
香
茶

・
廣
田

・
富
榮
三
縣

の
民
、
執
田
蹟
田
を
以

て
生
訟
已
ま
ず
、
損
銭
を
惜
し
む
莫
し
。
丙
申

(
一
七
七
六
)
四
月
、
將
に
條
例
を
出
曉
し
、
其
の
照
蓮
自
ら
講
説
を
將

い
、
以
て
訟
争

を
冤
ぜ
ん
と
す
。
然
る
に
四
十
年
前

一
匠
婦

私
田
を
断
士買
す
る
の
文
契
有
り
、
同
杜

の
公
田
と
爲
す
も
、
而
る
に
争
瞭
し
、
十
年
前

一
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　れ
　

人
家

私
園
を
断
責
す
る
の
文
契
有
り
、
本
族

の
香
火
と
爲
す
も
、
而
る
に
投
告
す
。
其
の
弊
猶
お
未
だ
已
ま
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。

こ
の
よ
う
に

一
八
世
紀
の
後
牛
に
は
順
化
は
南
部
か
ら
米
を
移
入
す
る
米
不
足
地
域
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
鄭
氏
が
廣
南

・
順
化
を
占
領
し

た
時
期
、
南
部
を
中
心
に
西
山
黛
が
割
捺
し
て
い
た
た
め
に
米
の
移
入
が
停
滞
し
た
結
果
、
米
債
が
高
騰
し
、
さ
ら
に
米
を
生
産
す
る
田
土
の

慣
格
ま

で
が
高
騰
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
香
茶

・
廣
田

・
富
榮
の
三
縣
で
は
典
責
を
中
心
と
し
て
土
地
取
引
が
活
獲
化
し
、
藪
十
年
前
に
責
却

濟
み
の
も
の
を
、
強
引
に
買
い
戻
そ
う
と
す
る
と
い
っ
た
紛
孚
が
多
獲
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
沈
静
化
さ
せ
る

べ
く

一
七
七
六
年
に

　
お
ソ

出
さ
れ
た
布
告
も

『撫
邊
雑
録
』
巻
三
に
は
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
本
來
は
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
公
田
も
例
外
で
は
な
く
、

土
地
取
引
の
活
獲
化
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　内
申
年

(
一
七
七
六
)
四
月
二
十
日
、
鎭
撫
衙
門

曉
條
す
。
各
杜

の
公
田
私
田
、
現
に
見
耕
籍
有
る
は
、
前
因
に
從

い
官
適
を
償
わ
れ
、

朱
批
を
経
て
噺
責
し
私
と
爲
す
を
許
す
。
或
い
は
自
ら
篤
し
て
私
田
と
爲
し
民
に
致
す
、
或
い
は
無
田
を
生
と
爲
す
、
其
の
弊
當
に
楚
正

す

べ
き
所
な
り
。
凡
そ
公
田
の
断
士買
、
年
月

の
久
近

・
輪
流
の
買
士買
を
問
わ
ず
、
井
び
に
蹟
田
を
追
契
し
、
生
業

を
均
給
す
る
を
許
す
。

買
う
者
固
執
す
る
を
得
ず
。
弦
よ
り
、
既
贋
の
後

再
た
將
に
噺
責
せ
ん
と
す
る
を
得
ず
。
違
う
者
、
買
責
の
人
各

々
罪
の
及
ぶ
有
り
。

一
、
各
杜
の
公
債
田
、
從
來
被
雇
頗
る
多
く
及
び
又
年
限
を
延
引
し
、
杜
民

以
て
業
を
爲
す
無
き
を
致
す
。
藪
に
権
る
。
宜
し
く
酌
量

す

べ
し
。

は

一
、
凡
そ
全
肚
雇
う
所
の
公
田
、
十
畝
よ
り
以
上
、
殿
銭
未
だ
限
を
満
た
さ
ざ
る
は
、
無
び
に
折
牛
し
て
民
に
還
し
、
以
て
生
業
を
資
く
。

其
れ
各
杜
民
、
伍
り
て
雇
契
内
引
を
照
ら
し
、
原
銭
の
牛
分
を
還
す
こ
と
買
用
人
に
在
り
。
若
し
責
り
て
交
贋
す
る
者
有
れ
ば
、
其
の
逐

人

口
分
を
贋
う
を
聴
す
。
公
田
に
雇
借
す
る
者
有
れ
ば
、
亦
た
此
の
例
に
依
る
。
今
自
り
以
後
、
凡
そ
雇
借
有
れ
ば
、
定
む
る
に

一
年
牛

　ぢ

或

い
は
二
年
を
以
て
準
と
爲
し
、
過
ぐ
る
多
か
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
エ
を
占
領
し
た
黎
鄭
政
権
に
と

っ
て
特
に
公
田
を
め
ぐ
る
不
正
や
取
引
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
地
籍

簿
を
改
窒
し
て
公
田
を
私
田
と
し
、
勝
手
に
費
却
し
て
し
ま
う
と
い
う
手
法
が
横
行
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
買

い
戻
し
て
再
び
公
田
と
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す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
績
く
條
文
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
不
正
な
手
段
以
外
に
も
グ

レ
ー
ゾ
ー
ン
と
も
言
う

べ
き
取
引
手
法
が
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
、
そ
れ
を
示
す
の
が
公
田
に
お
け
る

「被
雇
」
や

「雇
借
」
の
存
在
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
限
り
公
田

を
受
給
し
た
杜
民
が
、
實
際
に
は
自
ら
耕
作
せ
ず
第
三
者
に
又
貸
し
し
て
お
り
、
貸
借
者
は
し
ば
し
ば
不
利
な
條
件
で
長
期
問
の
耕
作
を
強
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
封
し
て
は
、

一
つ
の
杜
で

一
〇
畝
以
上
の
公
田
を
又
貸
し
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
貸

借
契
約
を
破
棄
し
て
受
給
者
が
貸
借
者
よ
り
受
け
取

っ
て
い
た
金
額
の
牛
額
を
返
還
す
る
こ
と
、
ま
た
典
責
に
よ
り
公
田
を
質
入
れ
し
て
い
た

場
合
は
受
給
者
が
買
い
戻
す
こ
と
、
以
後
の
公
田
の
貸
借
は
契
約
期
間
を

一
年
牛
～
二
年
と
し
て
、
そ
れ
以
上
の
長
期
間

に
渡
る
契
約
を
し
な

い
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
特
に
公
田
比
率
の
高
い
フ
エ
周
邊
域
で
は
、
公
田
受
給
権
の
有
無
を
媒
介
と
し
て
、
公
田
の
又
貸
し

に
よ
り
賃
牧
入
を
得
る

正
丁
、
小
作
人
的
地
位
に
置
か
れ
る
寓
居
民
と
い
う
階
暦
分
化
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
清
幅
集
落
に
お
い
て

も
概
ね
當
て
は
ま

っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
清
輻
集
落

で
は
公
田
受
給
灌
を
持

つ
正
丁
の
地
位
は
先
住
の
七
族
に
よ
り
猫
占
さ
れ
て
い
た
。

清
福
集
落
の
耕
作
地
は
全
て
公
田
で
あ
る
た
め
、
從

っ
て
規
定
上
で
は
七
族
の
人
々
し
か
清
幅
集
落
で
は
農
業
を
螢
む

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
實
際
に
は
抜
け
道
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
公
田
受
給
者
が
第
三
者
に
又
貸
し
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
場
合

は
貸
出
先
の
制
限
は
な
く
、
七
族
以
外
の
人
物
に
も
貸
借
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
從

っ
て

一
定
の
経
濟
的
不
利
を
甘
受
し
さ
え
す
れ
ば
清
幅
集

　
お
　

落
内
で
正
丁
以
外
の
人
々
が
農
業
を
螢
む
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う
に
、
フ
エ
周
邊
域
で
は
特
に

一
八
世
紀
末
頃
か
ら
土
地
取
引
が
活
獲
化
し
、
公
田
の
耕
作
権
の
貸
借
や
典
責
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
取
引
手
法
が
と
ら
れ
た
の
は
、
公
田
の
責
却
が
制
度
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
抜
け
道
と
し
て
用
い
ら
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
[
D
T
P
27
]
に
お
い
て
各
族
に
耕
作
灌
を
士買
却
す
る
に
先
立

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
該
隊
の
積
な
る
人
物
と

の
典
費
取
引
も

こ
の
よ
う
に
公
田
耕
作
権
が
商
品
化
さ
れ
責
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
北且
凧
に
あ
る
。
ま
た
清
幅
集
落
が
該
隊
積
と
典
責
契
約
を
結
ん
だ
直
接
の

契
機
と
な

っ
て
い
る

「公
務
の
勢
役

(公
務
捜
役
)」
に
つ
い
て
は
、
清
輻
集
落
内

に
お
け
る
官
路
の
建
設
が
關
聯
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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　ま

『同
慶
御
覧
地
輿
志
』
に
附
さ
れ
た
香
茶
富
榮
二
縣
圖
を
見
る
と
フ
エ
京
城
よ
り
清
幅
肚

(清
幅
集
落
)
を
通
過
し
て
タ

ム
ザ
ン
湖

へ
と
伸
び
る

官
路
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
デ
ィ
ン
所
藏

の

[
D
T
P
7
]
や

[D
T
P
62
]
よ
り
こ
の
官
路
の
建
設
は
嘉
隆

一
二
年

(
一
八

一
三
)
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
沿
道
の
清
輻
集
落
は
こ
の
工
事
に
何
ら
か
の
形
で
負
憺
を
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
結
果
、
清
福
集
落
は
該
隊
積
な
ど
の
聞
に
清
福
集
落
の
公
田
耕
作
権
の
典
責
契
約
を
結
び
、
そ
れ
を
買

い
戻
す
資
金
を
得
る
た
め
に
、

買
い
戻
し
た
公
田
の
耕
作
灌
を
集
落
内
の
各
氏
族
に
責
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
耕
作
灌
の
責
買
は
當
然
な
が
ら
均

田
例
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
均
田
例
は
個
人
に
封
し
て
身
分
や
年
齢
に
慮
じ
て
公
田
の
耕
作
権
を
付
與
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

人
物
の
死
後
は
公
田
を
返
還
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
[D
T
P
27
]
の
よ
う
に
個
人
で
は
な
く
氏
族
に
封
し
て
公
田
耕
作
灌
を
付
與
し
た

場
合
、
そ
の
子
孫
が
断
絶
し
な
い
限
り
は
牛
永
久
的
に
そ
の
氏
族
が
耕
作
権
を
所
有
し
績
け
る
こ
と
に
な
る
。
從

っ
て
制
度
上
は
公
田
で
あ
り

な
が
ら
、
實
質
的
に
は
各
氏
族
が
香
火
田
と
し
て
私
有
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
[D
T
P
27
]
の
末
尾
に
附
さ
れ
た

「租
税

の
納
入

に
つ
い
て
は
、
各
族
は
我
が
杜

の
規
則
に
從
う
。
(交
如
租
税
、
各
族
從
本
杜
例
)」
と

い
う

一
文
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
お
り
、
實
質

的
に
は
各
氏
族
が
耕
作
権
を
私
有
す
る
こ
と
を
認
め
る

一
方
で
、
少
な
く
と
も
地
簿
上
で
は
あ
く
ま
で
公
田
で
あ
る
た
め
、
從
來
通
り
公
田
と

し
て
課
税
さ
れ
る
。
こ
れ
を
各
族
が
責
任
を
持

っ
て
負
澹
を
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
「牛
公
牛
私
」
の
族
有

田
と
は
、
こ
の
よ
う

に
制
度
上
は
公
田
で
あ
り
な
が
ら
、
耕
作
権
は
氏
族
に
よ
り
私
有
さ
れ
て
い
る
状
態
の
も
の
を
指
す
。

最
後

に
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
族
有
田
の
蓮
用
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
現
在
の
清
福
集
落
の
各
氏
族
の
祀
堂
に
は

「買
行
籍
」
と
呼
ば

れ
る
史
料
群
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
各
ゾ
ン
ホ
に
お
け
る
共
盆
費
の
使
途
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
現
在

の
會
計
帳
簿
に
相
當
す

る
史
料

で
あ
る
。
清
幅
集
落
の
現
存
史
料
で
最
古
の
も
の
は
恐
ら
く
院
玉
氏
祀
堂
所
藏
の

[
T
P
院
玉
15
]
で
あ
り
、
年
代
は

一
八
三
〇
年
と

推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
作
成
目
的
が
會
計
憺
當
者

(守
簿
)
に
よ
る
共
盆
費

の
不
正
使
用
防
止
に
あ

っ
た
た
め
か
、
牧

入
に
つ
い
て
は
ほ
と

(
47
)

ん
ど
記
さ
ず
に
、
支
出
の
み
を
記
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
牧
入
に
つ
い
て
記
し
た
事
例
と
し
て
、
比
較
的
最
近
の
も
の
で

は
あ
る
が

[T
P
播
有
4
]
(「溢
有
族
買
行
籍
乙
未
年
』、
播
有
氏
祀
堂
所
藏
)
を
墨
げ
て
お
く
。
[T
P
溢
有
4
]
に
お
け
る

一
九
五
四
年
三
月
～
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一
九
五
五
年
四
月
の
牧
入
を
ま
と
め
る
と

【表
4
】

の
よ
う

に
な
る
。
播
有
氏
の
場
合
、
族
有
田
の
耕

入

作
灌
が
五
つ
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

勲

欄

霞

⊆
L
と
呼
ば
れ
る
競
責
に
か
け
ら
れ
て
峯

酷

縮

入

【表
4
】
に
お
い
て

「主
闘
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物

協

旭

儲

鰍

が
耕
作
権
を
競
り
落
と
し
た
人
物
で
あ
る
・
注
意

淑

踊

嚇

嘘

す
べ
き
は
二
。
世
紀
以
降
も
籾
建
て
に
よ
り
競
士山貝

ー

者

月

月

羽

作

4

3

を
行

っ
て
お
り
、
①

で
は
前
年
度
の
主
闘
が
そ
れ

有

耕

年

年

(娼
)

溢

の

56

55

そ
れ
競
り
落
と
し
た
籾
量
を
納
入
し
て
い
る
。
②

P

で

9

9

ロ

ま

ヨ

ヨ

は

一
九
五
五
年
四
月
に
實
施

し
た
競
責

の
結
果
で

月

月

月

測

璃

璃

璃

あ
軌

こ
れ
が
來
年
度
の
四
月
に
搬
入
さ
れ
る
こ

鰯

55

54

と
に
な
る
。
③
は
溢
有
氏

の
金
銭
牧
入
で
あ
る
が
、

∩コ

OJ

ユ

ユ

ユ

①

②

③

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
全

て
籾
の
責
却
に
よ

　タ

り
得
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
得

ら
れ
た
金
銭
の
支
出
は
こ
れ
に
績
く
部
分
に
列
墨
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
祭
禮
に
ま
つ
わ
る
食
料
や
調
度
品
の
購
入

に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
限
り
、
基
本
的
に
族
有
田
の
主
牧
入
は
族
有
田
耕
作
権
の
競
責
か
ら
得
ら
れ
る
籾
と
な

っ
て
お
り
、
金
銭
が
必
要
な
場
合
は
蓄
え

た
籾
を
そ
の
都
度
費
却
し
て
得
る
と
い
う
形
で
蓮
用
さ
れ
て
い
る
。
あ
え
て
競
吉貝
を
籾
建
て
で
行

っ
て
い
た
の
は
、

一
つ
に
は
祭
禮
時
に
そ
れ

を
使
用
す
る
た
め
で
あ
り
、
①
で

「赤
」
と
さ
れ
て
い
る
籾
は
特
に
こ
の
性
格
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
も
う

一
つ
は
族
有
田
か
ら
の
牧
入
が
飢
饒

災
害
時

の
備
蓄
米
と
し
て
の
機
能
も
持

っ
て
い
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
族
有
田
の
存
在
が
祀
堂
の
建
設
や
修
繕
、
祭
禮
の
経
費

主 闘 納 入 量

伯長義 籾12方(全 て 白)

人 燦 籾16方(白14方 、赤2方)

註 愼 籾120方(白110方 、赤10方)

註 招 籾11方(全 て 白)

伯 義 籾11方

主 闘 落札 した耕地 落 札 額

伯 義 城豪 籾7方

伯長涯 下土 籾11方

註 愼 塩群1畝5高 籾42方

伯 倫 中土 、翁若 籾3方 牛

註 盤 祀堂 會呈 籾4方

月 日 責 却 量 金 額

3月 某 日 籾20方 銀1350元

4月 某 日 籾16方 銀1080元

5月19日 籾7方 銀510元

7月10日 籾12方 銀915元

8月 某 日 籾8方 銀610元

8月 某 日 籾4方 銀305元
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と
い
っ
た
氏
族
の
蓮
螢
費
用
を
賄
う
だ
け
で
な
く
、
非
常
時
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ

ッ
ト
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
清
輻
集
落
に
お
け
る
開
耕
氏
族
の
牛
公
牛
私
の
族
有
田
形
成
は
、
フ
エ
周
邊
域
で
の
公
田
耕
作
権
の
商
品
化
を
背
景
と
し
て
、
清

輻
集
落
内
の
有
力
氏
族
で
あ
る
溢

・
院

・黎
の
三
族
が
集
落
内
の

一
部
の
公
田
耕
作
灌
を
私
物
化
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
集
落
蓮
螢

に
獲
言
権
を
持

つ
正
丁
の
地
位
は
開
耕
氏
族
、
と
り
わ
け
溢

・
院

・
黎
の
三
族
に
よ
り
寡
占
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
背
景

と
し
て
恣
意
的
な
集
落
運
螢
が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
前
節
で
見
た
玩
玉
氏
や
溢
有
氏
に
お
け
る
祀
堂

の
建
設
や
そ
れ
に
と
も
な
う
祭
禮

形
態
の
攣
化
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
清
幅
集
落
内
で
開
耕
氏
族
が
財
政
的
基
盤
を
既
に
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、

一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
の
清
福
集
落
に
お
け
る
親
族
集
團
の
攣
遷
に
つ
い
て
見
た
。

一
八
世
紀

の
開
耕
氏
族
は
父
系
を

一
慮
の
原
則
と
は
し
な
が
ら
も
、
移
住
者

へ
の
封
慮
に
お
い
て
は
父
系
血
縁
原
理
を
必
ず
し
も
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
状
況
に
慮
じ
た
柔

軟
な
側
面
が
見
ら
れ
る
。
宗
教
實
践
を
見
て
も
儒
佛
道
の
三
教
が
混
清
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
祀
堂
な
ど
の
祀
先
祭
祀

の
中
心
と
な
る
專
用

の
恒
久
的
施
設
は
未
だ
建
設
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
清
福
集
落
で
は

一
九
世
紀
以
降
、
父
系
血
縁
原
理
が
次
第
に
嚴
格

に
適
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
後
登
移
住
者
が
開
耕
氏
族
の

一
員
と
な
る
こ
と
が
難
し
く
な

っ
て
い
く
。
同
時
に
、
清
幅
集
落
の
集
落
成
員
権
は
開
耕
氏
族
に
限
定

さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
は
後
獲
移
住
者
に
よ
る
集
落
成
員
灌
の
獲
得
を
も
困
難
と
す
る
こ
と
に
も
繋
が

っ
た
。

一
方

で
開
耕
氏
族
は
集
落
成

員
権
の
猫
占
状
態
を
背
景
と
し
て
、
村
落
共
有
田
化
し
て
い
た
公
田
を
恣
意
的
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
族
有
田
を
確
保
す
る
な
ど
財
政
的
基

盤
を
強
化
し
て
お
り
、

一
九
世
紀
中
の
相
次
ぐ
開
耕
氏
族
の
祀
堂
建
設
は
こ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
祀
堂
の
建
設

は
開
耕
氏
族
の
宗
教
實
践
に
お
い
て
儒
教
色
を
強
め
る
こ
と
に
も
繋
が

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
儒
教
的
父
系
血
縁
原
理
を
媒
介
と
し
て
後
獲
移
住

者
か
ら
開
耕
氏
族
の
既
得
権
盆
を
保
護
す
る
こ
と
に
も
繋
が

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
清
輻
集
落
で
は

一
七
世
紀
後
牛
に
土
地
開
獲
が
限
界
に
達
し
て
以
降
、
移
住
者
の
参
入
障
壁
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
先
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住
者
の
既
得
権
盆
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
次
第
に
顯
著
に
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
清
幅
集
落

に
お
い
て
特
徴
的
な
の

は
、
そ

の
手
段
と
し
て
父
系
血
縁
原
理
が
用
い
ら
れ
た
鮎
で
あ
る
。
清
幅
集
落
の
開
耕
氏
族
の
家
譜
を
見
る
限
り
、
末
成
氏
が
提
唱
す
る
父
系

キ
ン
ド

レ
ッ
ド
、
つ
ま
り
父
系
を
中
心
軸
と
し
て
自
身
と
親
族
の
問
の
遠
近
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
ゆ
る
や
か
な
親
族
集
團
と
い

う
概
念
が
最
も
適
合
す
る
。
し
か
し

一
八
世
紀
の
段
階
で
は
父
系
血
縁
原
理
の
運
用
は
柔
軟
で
あ
る
の
に
封
し
、

一
九
世
紀
以
降
は
特
定
氏
族

と
婚
姻
を
繰
り
返
し
た
の
ち

一
族
の
構
成
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
儒
教
を
媒
介
と
し
て
父
系
血
縁
原
理

の
強
化
が
な
さ
れ
て

　　

い
る
。

こ
の
結
果
、

一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
清
幅
集
落
は
開
放
的
空
間
か
ら
閉
鎖
的
空
間

へ
と
次
第
に
攣
容
し
て
い
っ
た
。
同
時

に
清
福
集
落
が
血
縁
の
有
無
に
よ
り
集
落
成
員
灌
の
制
限
を
行

っ
て
い
た
状
況
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
ゾ
ン
ホ
の
地
縁
性
、
つ
ま
り
現
在
の
ゾ

ン
ホ
の
分
布
が
概
ね
集
落
輩
位
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
可
能
と
す
る
。
清
幅
集
落
で
は
移
住
者
が
集
落
成
員
権
を
得
る
た
め
に
は
先
住
氏
族
の

一
員
と
な
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
に
移
住
者
が
原
貫
地
と
の
關
係
を
少
な
く
と
も
形
式
上
断
絶
さ
せ
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
假
に
互
い
の
集
落
で
先
住
民
が
自
身
の
既
得
灌
を
保
護
す
べ
く
同
様
の
措
置
を
行

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
自
然
と
ゾ
ン
ホ

は
集
落
軍
位
と
な
る
傾
向
が
強
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
、
地
縁
集
團
で
あ
る
集
落
と
親
族
集
團
で
あ
る
ゾ
ン
ホ
が
密
接
に
結
び
つ
い
た

集
落
群
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
清
福
集
落
で
は

一
七
世
紀
後
牛
に
耕
地
擾
大
が
限
界
に
達
し
て
以
降
、
地
縁
集
團
と
親
族
集
團
が
密
接

に
リ
ン
ク
し
つ
つ
、
儒

敏
を
媒
介
と
し
て
開
放
的
空
間
か
ら
閉
鎖
的
空
間

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
同
じ
く
儒
教
文
化
を
受
容
し
た
東

ア
ジ
ア
地
域
と
比
較
し

　む

た
場
合
、
注
目
さ
れ
る
の
は
宮
嶋
博
史
氏
の
小
農
杜
會
論

で
あ
る
。
宮
嶋
氏
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儒
教

(朱
子
學
)
の
受
容
を
小
農
主
髄
の

肚
會
の
成
立
と
關
聯
づ
け

つ
つ
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て

①

一
〇
〇
〇
年
～

一
七
五
〇
年
の
人
口
増
加
、
②

耕
地

面
積
の
擾
大
、
農
業
技
術
の
向
上
と
そ
の
頭
打
ち
、
③

右
記
の
現
象
に
見
合
う
家
族
形
態

・
経
螢

へ
の
攣
化
、
④

こ
れ
ら
に
適
合
し
た
思
想

(朱
子
學
)
の
普
及
と
そ
れ
に
貢
献
し
た
階
層
の
存
在
を
基
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
清
福
集
落
の
場
合
で
見
る
と
、

一
七

世
紀
後
牛
に
農
業
開

獲
の
頭
打
ち
の
状
態
に
達
し
て
徐
々
に
人
口
歴
力
が
強
ま

っ
て
い
っ
た
結
果
、
徐
々
に
儒
教
を
媒
介
と
し
た
移
住
者
排
除

の
傾
向
が
強
く
な
り
、
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一
九
世
紀
に
至

っ
て
儒
教
色
の
強
い
親
族
集
團
が
成
立
す
る
。

一
九
世
紀
に
庶
民
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
儒
教
が
普
及
し
た
背
景
に
は
、
明
命
期

1

(
一
八
二
〇
～
一
八
四
〇
年
)
の
儒
教
振
興
策
と

い
っ
た
上
か
ら

の
要
因
の
み
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
人
口
の
飽
和
状
態
と
そ
れ
に
件
う
先
住

者
の
既
得
灌
保
護
の
必
要
性
と
い
う
多
く
の
集
落
が
抱
え
る
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
有
敷
で
あ

っ
た
こ
と
も

一
因
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地

縁
性
と
血
縁
性
が
複
合
し
た
キ
ン
族
傳
統
集
落
が
成
立
す
る
。
從

っ
て
①
②
に
つ
い
て
は
概
ね
當
て
は
ま
り
、
③
に
つ
い
て
も
キ
ン
族
傳
統
集

落
の
場
合
は
、
「家
族
形
態

・
家
族
経
螢
」
を

「集
落
形
態

・
集
落
蓮
螢
」
と
讃
み
替
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
お
む
ね
當
て
は
ま

　
ぴ
　

る
。
但
し
宮
嶋
氏
の
時
代
設
定
よ
り
は
清
福
集
落
の
推
移
は
全
禮
的
に
遅
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
清
幅
集
落
が
黎
聖
宗
の
チ

ャ
ン
パ
遠
征
後
に
キ

ン
族
の
入
植
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
フ
エ
周
邊
域
に
お
け
る
本
格
的
な
農
業
開
獲
の
進
展
は

一
五
世
紀
後
牛
以

降
の
キ

ン
族
移
住
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
。
キ
ン
族
揺
藍
の
地
で
あ
る
北
部
の
紅
河
デ
ル
タ
と
は
異
な
り
、
フ
エ
周
邊
域
は
キ
ン
族
に
と

っ
て

比
較
的

「新
開
地
」
に
属
す
地
域
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
④
に
つ
い
て
は
現
時
鮎
で
は
清
幅
集
落

に
お
い
て
官
職
や
年
齢

に
よ
る
序
列
以
外
に
明
瞭
な
特
灌
的
階
暦
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
各
文
書
に
お
け
る
署
名
を
見
る
限
り
杜
長
、
族
長
、
守
簿
と
い
っ
た
有

職
者
に
つ
い
て
は
鮎
指
で
は
な
く
自
ら
記
名
を
し
て
い
る
の
が
基
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
識
字
暦
が
い
た
の
は
確
實
で
あ
る
。
集
落
や

　
お
　

親
族
集
團
の
蓮
螢
は
彼
ら
の
主
導
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
嶋
氏
の
小
農
杜
會
論
は
中
國
、
朝
鮮
、
日
本
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
長
期
的
杜
會
攣
動
と
近
世

に
お
け
る
傳
統
肚
會
の

成
立
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
の
キ
ン
族
杜
會
に
つ
い
て
も
當
て
は
ま
る
部
分
は
大
き
い
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
地

域
と
の
比
較
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
さ
ら
な
る
實
讃
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

一130一

註(
1
)

匡

↓
き

斜
蒜

δ
、§

6
象
ミ

謎
ら
ミ
ミ

、
し。
◎
ミ
ミ

ミ

ミ
ミ
蓉

ミ

ミ

導
鴨

 ⑦
ミ

§

紺
§

ミ

犠
謎
叙
肉
蒔
謡
紺
§

、諒
G
§

ミ
適
舞

Z
①
名

図
o
蒔

　
O
o
毎

巴

d
巳
く
興
ω
同身
レ

◎
⑩
○。
°

(2

)

拙

稿

「
ベ

ト

ナ

ム

・

フ
エ
近
郊
村
落
の
攣
遷
と
文
書
保
存

1
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タ
イ

ン
フ
オ

ッ
ク
集
落

の
事
例

1

」

『史
學

研
究
』

二
七

二
、

二

〇

一

一
年

、

二
七

～

五

七

頁

。

な

お

、

タ

イ

ン

フ
オ

ッ

ク
集

落

は

立

村

當

初

は

「弘

幅

杜

」

で

あ

っ
た

が

、
廣

南

院

氏

期

に

は

「洪

幅

杜

」

と

改

構

し

て

い

る
。

そ

の
後

一
八

世

紀

末

の
西

山

朝

期

に

「
洪

恩

肚

」

と

改

構

す

る

が

、

一
九

世

紀

初

頭

の
玩

朝

の
成

立

に

と

も

な

い
再

び

集

落

名

構

は

「
洪

幅

杜

」

へ
と

戻

さ

れ

、

さ

ら

に

一
九

世

紀

後

牛

に

「
清

幅

肚

」

へ
改

構

す

る

。

そ

の
後

、

一
九

七

七

年

に
北

側

に
位

置

す

る

集

落

と

合

併

し

て

フ
オ

ッ
ク

ホ

ア

(勺
葛

◎
o
閏
σ
p
)

合

作

肚

と

な

り

、

さ

ら

に
幾

た

び

か

の
統

慶

合

を

経

て
現

在

は

フ
オ

ン

フ

ォ

ン
杜

内

の

タ

イ

ン

フ
オ

ッ
ク

(6
げ
磐

げ

勺
冨

q
o
。

漢

字

に

直

す

と

「
清

福

」
)
集

落

と

な

っ

て

い

る

θ

α

しu
き

oq
唱
卜
讐
隷

巡

.

『
ぎ

薄

、
諒
ミ
q
.う
出
o
少

一㊤
O
ρ

O
P

O。
る

)゚
。

本

稿

で
は

そ

の

つ
ど

集

落

名

構

を

攣

え

て
言

及

す

る

の
は

煩

雑

な

た

め

、

以

下

で
は

時

期

に

關

わ

ら

ず

「
清

輻

集

落

」

の
呼

構

で
統

一
す

る
。

(
3
)

特

に
廣

南

院

氏

の
南

遷

以

降

キ

ン
族

移

住

者

が

増

加

し

、

農

業

開

獲

が

急

速

に

進

展

し

た

と

推

測

さ

れ

る

。

近

隣

の
奮

化

州

城

域

の
各

集

落

を

調

査

し

た

出
=
旨

げ
O
巳
げ
内
騨

氏

は

、

開

耕

氏

族

の
ほ

と

ん

ど

が

一
六

～

一
八

世

紀

に
か

け

て
移

住

し

て
き

た

人

々

で
あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

て

い
る

(出
o
旨

げ
O
巳
げ
内
卿

..の
鼠

q
巳
げ
ε

oロ

邸
b
醇
づ
ひq
評
げ
q
<
仁
o
島

笹づ
ゲ
寓
8

0
ゲ
帥
伍
ρ
=
①
菖
Φ
0
8

づ
ひq
冨

b
げ
餅
B
O
け

ω0

8

昌
ぴq
げ
O
評
げ
巴

8

昌
戸

評
げ
巴

什げ
節
o
l

↓
同q
q
⇔
ゆq
げ
Q
b

o
9

醇
昌
ゆq

霞

∋

0
2

↓
げ
節
5
げ

↓
同=
5
帥⊇
<
笹

℃
げ
O

ぴ
q
Q
5
帥q
..鴇

乞
ひq
伍
く
Φ
づ

O
信
①
5
帥⊇

↓
毎

お

↓
み
戸

呂

ω
げ
巨

霞

鋤
ζ
鋤
紹

葛

ユ

(①
α
ω
)゚°
§

ミ
ミ

舜

卜
焼さ

黙

・

鳶

ミ

Q
ミ

晦
魯

ミ
ミ
ミ
N§

晦
誌

辱
諒
黛
6魯

竃

Q
ミ
§

慰

&

.こ

§

謎
題

ミ

団
臨

　
2
×
σ
.日
ゴ

曾

団
8

b

O
一
ρ

昭

゜
一謡

山

○。卜。
°)
。

(4
)

た
だ

し
近
年

、
著

名
な
ゾ

ン
ホ
が
中
心
と
な

っ
て
聯
絡
班

(σ
き

臣
昌
冨
。
)
が
設
け

ら
れ
、
そ

こ

へ
全
國

の
同
姓

ゾ

ン
ホ
が
加
盟

す

る
こ
と
を
通
じ

て
、
敷
百

の
支
族
を
も

つ
巨
大
な
ゾ

ン
ホ
を
作

ろ
う

と
す
る
活
動
が
活
獲

に
行
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
こ
れ
ら

の

新
し

い

「
ゾ

ン
ホ
」

に
つ
い
て
は
傳
統
的
ゾ

ン
ホ
と
は
別
物
と
し

て

捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
本
稿

で
は

こ
れ
ら
新
し

い
ゾ

ン
ホ

に
つ
い
て
は
論
じ
な

い
。

(
5
)

末
成
道
男
氏
は
多
敷

の
ベ
ト
ナ

ム
の
家
譜

・
族
譜
を
検
討
し
、

一

八
世
紀
以
前
に
は

「
子
孫
中
心
型
」

の
家
譜
が
多
く
、

一
九
世
紀
以

降

「
祀
先
中
心
型
」

の
家
譜
が
増
加
す
る
と
し
、
こ
れ
は
ゾ

ン
ホ
が

父
方

キ

ン
ド

レ

ッ
ド

か
ら
父
系

リ

ニ
ー
ジ

へ
と
し

て

の
性
格

が
強

ま

っ
た
結
果

で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る

(末
成
道
男

「
ベ
ト

ナ

ム
の

「
家
譜
」
」

『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
二
七
、

一
九
九
五

年
、

一
～

四
二
頁
)
。
末
成
氏

は
そ

の
肚
會
的
背

景
と
し

て
村
落

的

結
合

の
弱
膿
化
が
あ
る
と
推
測
し

て
い
る
が
、

こ
の
末
成
氏

の
研
究

以
降
、
ゾ

ン
ホ

の
攣
容
を
歴
史
學
的
祠
鮎
か
ら
検
討
し
た
研
究
は
見

ら
れ
な

い
。

(6
)

前
掲
註

(2
)
拙
稿
、
四
三
～
五

一
頁
。

(
7
)

前
掲
註

(6
)
参
照
。
ま
た

ベ
ト
ナ

ム
の
家
譜

で
し
ば
し
ば
見
受

け
ら

れ
る
中
空
構
造

に

つ
い
て
は
末
成

道
男
、

「
ベ
ト

ナ
ム
の
租
先

祭
祀

-

潮
曲

の
肚
會
生

活
』

風
響
杜

、

一
九
九
八
年
、

三
〇
七

～

三
〇
八
頁

、
及
び

八
尾
隆
生

『黎

初

ヴ

ェ
ト

ナ

ム
の
政
治
と

杜

會
』
廣
島
大
學
出
版
會
、

二
〇
〇
九
年
、
二

二
～

二
一二
頁
蓼

照
。

(8
)

前
掲
註

(7
)
末

成
書
、
三

一
〇
頁
、
及
び
宮

澤
千

尋
、
「
ベ
ト

ナ

ム
北
部

の
父
系

出
自

・
外
族

・
同
姓

結
合
」
、
吉
原
和

男

・
鈴

木

一131一
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正
崇

・
末
成
道
男

(編
)
、

『
〈血
縁
〉

の
再
構
築

-

東

ア
ジ

ア
に

お
け
る
父
系
出
自
と
同
姓
結
合
』
風
響
杜
、

二
〇
〇
〇
年
、

一
九
四

頁
参
照
。

(
9
)

女
性
名
が
多

い
と
は

い

っ
て
も
、
記
載
さ
れ

て
い
る
女
性
は
族
人

男
性

の
妻
、
も
し
く
は
そ

の
女
児
な
ど

で
あ
り
、
決
し

て
母
系
的

に

系
譜
を
辿

っ
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
父
系
血
縁

に
基

、つ
い
て
始
祀

に
ま

で
遡
及
し
、
そ
れ

に
附
囑
す
る
形

で
彼
ら

の
妻
子

に
つ
い
て
も

記
載
し

て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
基
本
的
に
は
父
系

に
基
づ
く
家
譜
と

い

っ
て
よ

い
。
こ

の
よ
う

に
自
己
を
中
心
と
し

て
父
系

に
偏
向
し

つ

つ
女
性
も
含
め
た
親
族

の
遠
近
を
認
識
し

て
い
る
状
況
は
、
末
成
氏

の
提
唱
す
る

「
父
方
キ

ン
ド

レ
ッ
ド
」
と

い
う
概
念
が
最
も
適
し

て

い
る
。
前
掲
註

(
5
)
末
成
論
文
、

二
二
～

二
三
頁
蓼
照
。

(
10
)

男
性
名
列
墨
部
分

の
検
討

に
つ
い
て
は
前
掲
註

(2
)
拙
稿
、
四

四
～
五

一
頁
蓼
照
。

(
11
)

[
T
P
院

玉
24
]
に
お
け

る
女

性
名

=
≡
二
人

の
内
詳

は
以
下

の

通
り
。
玩
姓

一
一
六
人

(八
七

・
二
%
)
、
播
姓
六
人
、
黎
姓
六
人
、

張
姓

二
名
、
陳
姓

・
何
姓

・
胡
姓
が
各

一
人
。

(
12
)

前
掲
註

(
2
)
O
α
しu
き

ひq
書
、

一
五
～

二

一
頁
参
照
。

(
13
)

清
幅
集
落

の
人
丁
構
成

に
つ
い
て
は
前
掲
註

(
2
)
拙
稿
四
三
～

四
五
頁
蓼
照
。

(
14
)

ほ
ぼ
同
時

に
編
纂

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
玩
文
氏

の
家
譜

[
T
P
玩

文

2
]
を
見

る
と
玩
文
壁
が

コ
局
祀
」
と
さ
れ
、
九
世

代
前

の

「
玩
大

郎
」
が
始
祀

と
さ
れ

て
い
る
。
し
た

が

っ
て
院
文
壁

が
院
文
氏

の
始

祀
と

い
う

わ
け

で
は
な
く
、

[
T
P
院
文

1
]
は

一
九

〇

一
年
時

鮎

で
系
譜
關
係

の
明
瞭

で
あ

っ
た

一
八
世
紀
後

牛
に

つ
い
て
の
み
記
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た

[
T
P
院
文

2
]
の
世
代
深
度
を
信
用

す
れ
ば
玩
族

の
中
で
院
文
氏
が
分
枝
し
た

の
は

一
七
世
紀
後
牛
く
ら

い
と
な
る
が
、
始
祀
か
ら
院
文
壁

の
聞

の
世
代
は
姓
名
も
曖

昧

で
あ

る
な
ど
典
型
的
な
中
空
構
造
と
な

っ
て
お
り
、
鵜
呑
み
に
で
き
な

い
。

(15
)

清
福
杜
玩
文
鵠
等
、
爲
立
詞
乞
著
入
附
派
事
。
縁
民
曾
祀
考
陳
項
、

配
與
院
族
院
氏
嬌
、
係
是
戚
属
親
情
、
軌
敢
具
呈
。
貴
族
許
民
等
入

譜
籍
、
偉
表
戚
囑
之
情
萬
頼
。
今
粛
呈
。

丁
亥
年
拾
月
武
拾
試
日

玩
文
鵠
鮎
指

玩
文
口
鮎
指

院
文
請
鮎
指

(16
)

族
加
入
申
請
を
行

っ
た
三
人
が
已
に
院
姓
を
名
乗

っ
て
い
る
鮎
も

注
意
を
要
す

る
。
恐

ら
く
玩
登
氏
と
婚
姻
を
繰
り

返
す
過
程
で
陳

・

院

の
複
姓
状
態

に
な

っ
て
お
り
、
状
況

に
鷹
じ

て
二
つ
の
姓
を
使

い

分
け

て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

(17
)

前
掲
註

(2
)
拙
稿
、
五
〇
頁
圖
表
6
を
蓼
照
。

(18
)

キ

ン
族

の
場
合
、
姓
と
名

の
問
に

「
氏

↓
圧
」

が

つ
く
場
合
は
女

性

で
あ
り
、
男
性
に
は
用

い
な

い
。
誤
記
と
は
考
え

に
く

い
。

(19
)

大
西
和
彦
氏

(「
ト

ゥ
ア
テ
ィ
エ
ン
ー

フ
エ
省
タ
イ

ン
フ
ォ
ッ
ク

村
諸
族
所

藏
族
譜

・
家
譜

中

の
道
教
關

係
記
事
初
探
」

「
ベ
ト
ナ

ム

の
杜
會
と
文
化
』
四
、

二
〇
〇
三
年
、

一
一
〇
～

一
三
九
頁
)
が
清

福
集
落
文
書

の
道
教
關
聯
記
事
か
ら
廣
南
玩
氏

の
道
教
に

つ
い
て
検

討
し

て
い
る
が
、
集
落
内

で
の
宗
教
實
践
に

つ
い
て
は
ま
だ
本
格
的

検
討
は
な
さ
れ

て
い
な

い
。

(20
)

前
掲
註

(2
)
拙
稿
、
四
七
頁
蓼

照
。
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(
21
)

大
越
國
順
化
庭
肇
豊
府
富
榮
縣
洪
幅
杜
居
奉
道
樵
主
族
首
院
幅
貴

院
玉
鯨
…

〈中
略
〉
…
院
玉
慈
全
族
等
、
言
念
情
旨
。
所
爲
言
念
、
明

爲
人
子
。
恭
以
玄
孫
荷
乾
陣
覆
載
之
恩
、
感
祀
宗
生
成
之
徳
述
。
於

弦
年
臣
全
族
等
、
想
其
前
例
、
報
答
祀
先
、
揮
日
平
安
、
慶
修
法
事
。

求
存
顯
上
高

〃
祀
陳
留
郡
玩
爲
大
郎
…

〈中
略
〉
…
玩
氏
烹
等
魂
、
追

念
生
前
事

〃
、
能
無
艦
過
、
還
恩
縫
後
悠

〃
、
未
護
超
昇
。
上
自
高

曾
祀
考
未
登
於
眞
境
、
下
及
戚
屡
玄
孫
或
未
脱
於
冥
塗
。
所
諸
露
爽

欲
蹄
仙

界
、
慶
修
式
、
按
沖

科
、
泪
取
本

月
十
三

日
、
請
命

道
流
、

就
子
浮
慮
、
修
設
雷
公
樵
主
兼
解
除
重
喪
碑
熟
所
安
樵
壇

=
延
。
成

依
道
典
、
如
式
宣
行
。
於
中
特
設
、
記
諦
眞
経
、
宣
揚
禮
謝
。
:

(
22
)

便
宜
上
、
本
稿

で
は

こ
れ
ら

の
史
料
も
含
め

て

「
家
譜
」
と
し

て

お
く
。

(
23
)

大
西
和
彦

「
ベ
ト
ナ

ム
の
雷
柿
信
仰
と
道
教
」
、
塚
田
誠
之

(編
)

「中
國

・
東
南

ア
ジ

ア
大
陸
部

國
境
地
帯

に
お
け
る
諸
民
族
文

化

の

動
態
』
國
立

民
族
學
博
物

館
、
二
〇

〇
六
年

、
九
六
～

一
〇
〇
頁
、

及
び

同

=

八
世
紀

ベ
ト
ナ
ム
儒
教
入

門
者

の
道
教

儀
禮
」

「東
洋

文
化
研
究
』

一
四
、

二
〇

一
二
年
、
六
七
～
九
八
頁
蓼
照
。

(
24
)

前
掲
註

(
19
)
大
西
論
文
、

一
二
八
～

=
二
二
頁
。

(
25
)

大
南
國
承
天
府
香
茶
縣
永
治
絡
清
幅
杜
族
長
院
玉
侍
…

〈中
略
〉
…

院
氏
成
全
族
男
女
大
小
等
絹
念
、
木
之
千
條
醗
欝
從
本
、
而
生
水
之

萬
派
涌
稲

由
源
。
所
出

験
物
類
、
有
根
有

本
。
蓋

人
生
由

祀
由
宗
。

弦
臣
等
族
出

一
門
、
縫
傳
萬
代
、
絡
而
群
、
林
而
聚
。
荷
乾
坤
覆
載

之
恩
、
遍
不
泄
、
遠
不
忘
、
感
祀
宗
生
成
之
徳
。
故
内
外
錐
云
有
異

念
、
追
思
岡
有
何
殊
。
柳
綱
寓
寸
枕
懇
款
、
致
誠
致
敬
、
祭
壇
袋
啓

深
所
、
乃
脱
乃
超
。
恭
薦
顯
上
高
高
高
高
祀
陳
留
郡
玩
爲
大
郎
、
高

高
高
祀
院
遇
大
郎
…

〈中
略
〉
…
院
公
無
名
、
配
以
顯
上
高
高
高
高
祀

批
京
兆
郡
黎
氏
朶
大
娘
…

〈中
略
〉
…
院
氏
卒
梢
普
及
門
中

・
先
遠
戚

厩

・
有
名
無
位

・
有

位
無
名

・
卒

梢
男
女
等

諸
香
魂
、
共
赴

祭
莚
、

同
來
散
亨
。
伏
願
、
祀
先
超
度
、
同
登
快
樂
之
郷
、
全
族
卒
安
、
共

享
延
長
之
慶
。

〈以
下
略
〉

(26
)

播
有
氏

の
史
料
作
成

に
つ
い
て
は
前
掲
註

(
2
)
拙
稿
、
四
六
～

四
九
頁
参
照
。

(27
)

大
越
國
順
化
庭
承
天
府
香
茶
縣
永
治
総
洪
幅
杜
居
奉
道
樵
主
族
長

溢
有
譜
…

〈中
略
〉
…
播
氏
定
全
族
情
旨
、
所
爲
言
念
。
木
之
千
條
畿

醗
從
本

、
而
生

水
之
萬
派

稲
涌
由
源
。
所
出

験
物
類
、
有
根

有
本
。

蓋
人
生
由
祀
由
宗
。
弦
臣
等
族
出

一
門
、
縫
傳
萬
代
、
総
而
群
、
林

而
聚
。
荷
乾
坤
覆
載
之
恩
、
遍
不
泄
、
遠
不
忘
、
感
祀
宗
生
成
之
徳
。

故
内
外
錐
云
有
異
念
、
追
思
岡
有
何
殊
。
柳
綱
寓
寸
枕
懇
款
、
致
誠

致
謹
、
祭
壇
袋
啓
深
期
、
乃
脱
乃
超
。

(28
)

本
月

〈筆
者

註

　
六
月
〉
十

四
日
、
恭

値
砂
天
夏

節
季
月

良
農
、

謹
賓
香
信
、
詣
叩
玄
門
、
請
命
道
流
、
就
子
浄
庭
、
修
設
雷
司
薦
援

所
安
樵
壇
。

一
日
夜
、
成
依
道
典
、
如
式
宣
行
。

〈以
下
略
〉

(29
)

末
成
道
男

「
中
部

ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
墓
祀
り

　
清
幅
村

の
事
例

か
ら
」

『東
洋
大
學
學
術

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
報
告
書

二
〇
〇
八
年
度
』
、

二
〇
〇
八
年
、

一
五
〇
1

一
六

一
頁
。

(30
)

[
T
P
玩

玉
20
]
は
三
鮎

の
土
地
契
約
文
書

を

一
つ
に
ま

と
め

て

小
冊
子
状

に
綴

っ
た
も

の
で
あ
り
、
祀
堂
建
設
地
購
入

の
土
地
契
約

文
書
は
三
番
目

に
綴
じ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
他
、
ほ
ぼ
同
内
容

の
も

の
が

[
T
P
院
玉
22
]

に
も
綴
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
ち
ら

に
は
署
名

部
分

に
鮎

指
が
な

い
。

[
T
P
院
玉

20
]

の
紙
質

の
劣
化

に
封
慮

し
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て
、
後
世

に
書
き
爲
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

ベ
ト
ナ

ム
の
土

地
契
約
文
書

の
特
徴

に

つ
い
て
は
山
本

達
郎
、
「
安
南

の
不
動

産
責

買
文
書
」

『東
洋
學
報
』

(東
京
)

一
一
、

一
九
四
〇
年
、
三
七
〇
～

三
八
三
頁
を
蓼

照
。

(
31
)

こ
れ
以
外

に
玩
登
氏
が
土
地
契
約
文
書

[
T
P
玩
登

3
]

に
よ
り

一
八
八
七
年
頃
に
祀
堂
を
建
設
し

て
い
た

こ
と
が
確
認

で
き
る
。
院

文
氏
は
不
明
だ
が
、
長
支
と
さ
れ
る
院
玉
氏
よ
り
早

い
と

い
う
こ
と

は
な

い
で
あ

ろ
う
。

(
32
)

富
榮
縣
洪
幅
肚
員
職
行
都
郷
老
本
杜
等

計

一
、
立
券
。
本
杜
同
合
在
亭
中
所
定
。
由
前
年
公
務
捜
役
甚
多

、
乃

受
債

各
家

人
、
受
債
該

隊

積
、
囹

立
詞
。
艮
墾

此
田
拾

五
畝
事
、

已
下
耕
畢
、
本
杜
乞
此
奮
契
。
莚
該
隊
積
無
許
追
問
此
利
銭
。
自
三

月
至
九
月
再
乞
。
輩
申
到
公
堂
官
、
付
田
許
本
肚
耕
作
。
無
方
討
回
、

致
員
職
本
肚
同
合
、
定
艮
墾
此
田
許
各
族
、
本
肚
取
銭
各
族
、
還
此

債
該
隊
積
各
家
、
如
田
各
族
以
爲
香
火
、
傳
子
留
孫
。
若
後
■
某
員

人
不
蓮
此
券
、
認
食
此
田
、
失
其
香
火
、
則
本
杜
擦
内
族
、
此
人
替

此
■
、
許

此
族
團

勢
奉
祀
。
冤

応國
■

■
■
■
■

■
■
爲
外

之
人
、

不
在
郷
黛
。
蓮
券
而
行
、
永
爲
香
火
。
弦
券
。

…

〈中
略
〉
…

又
交
如
租
税
、
各
族
從
本
肚
例
。

嘉
隆
十

二
年
十
月

二
十
陸
日
。

〈以
下
略
〉

(
33
)

清
幅
集
落

に
現
存
す
る
他

の
典
責
契
約
文
書
も
ほ
と
ん
ど
が
三
月

も
し
く
は
九
月

に
買

い
戻
し
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
稻

の
作
附
け
期

問
中

に
買

い
戻
し
を
行

っ
た
場
合
、
牧
穫
さ
れ
た
米

の
所
有
灌

の
蹄

屡
が
複
雑

に
な
る
た
め
、
稻

の
牧
穫
後

(二
期
作
)

に
買

い
戻
し
を

請
求
す
る
慣
行
が
成
立
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
買

い
戻
し
期
間

は

一
年
前
後
と
か
な
り
短
期
間
に
設
定
さ
れ

て
い
る
も

の
が
多

い
。

(34
)

清
福
集
落
に
お
け
る
土
地
契
約
文
書
を
見
る
限
り
、
断
責

・
典
吉貝

償
格
は
概
ね

一
畝
當
た
り

二
〇
〇
～
三
〇
〇
貫

で
あ
り
、

こ
れ
と
比

較
す
る
と
安
債

で
あ
る
。
但
し
、
土
地
契
約
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が

一

九
世
紀
後
牛

の
も

の
で
あ
る
。
物
債
や
通
貨

の
問
題
を
考
慮
し
な
く

て
は
比
較

で
き
な

い
。
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

(35
)

[
D
T
P
26
]

は
内
容
的

に
は
黎

族

の

一
派

に
吉貝
却
し
た
も

の
で

あ
る
が
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
が

デ
ィ
ン
に
所
藏
さ
れ

て
い
る

の
か
は
不

明

で
あ
る
。
ち
な
み
に
現
在

の
黎
族
は
ほ
と
ん
ど
史
料
を
保
有
し

て

い
な

い
。

(36
)

播
文
氏
祀
堂

の
土
地
契
約
文
書

[
T
P
溢
文

15
]
は
清
幅
集
落
か

ら
直
接
購

入
し

て

い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

[
D
T
P
27
]

に
完

全

に
封
慮

す
る
記
載
を

見

い
だ

せ
な

い
。

[D

T
P
27
]

で

「播

族
播

文
恩
」
に
費
却
さ
れ
た
も

の
の
う
ち

一
箇
所
を
取
引
し

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
文
面
を
見
る
限
り
清
幅
集
落
か
ら
直
接
購
入
し

て

お
り
、

[
T
P
溢

玉

5
]

の
よ
う

に
族
内

で
分
割

し

て
い
る
形

跡
は

な

い
。
あ
る

い
は

「
播
族
播
文
恩
」
を
中
心
と
し
た
購
入
者
團
膿

の

構
成

の
複
雑
さ

に
起
因
し

て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明

と
す
る
し
か
な

い
。

(37
)

あ
る

い
は
後
述
す
る
族
有
田
耕
作
灌

の
よ
う

に
、
杜
内

で
競
責
が

實
施
さ
れ
た
結
果

で
あ
る

の
か
も
し
れ
な

い
。

(38
)

櫻
井
由
躬
雄

『
ベ
ト
ナ

ム
村
落

の
形
成

-

村

落
共
有
田

1ー
コ
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ン
デ

ィ

エ
ン
制

の
史

的
展

開

1

』
創

文
杜

、

一
九
八

七
年
、
五

〇
三
～
五
〇
八
頁
。

(
39
)

拙
稿

「
ベ
ト
ナ

ム
黎
鄭
政
権

に
お
け
る
徴
税
と
村
落
」

『東
方
學
』

一
一
九
、

二
〇

一
〇
年
、
九

一
～

一
〇
七
頁
。

(
40
)

前
掲
註

(
2
)
拙
稿
、
三
四
～
四

二
頁
蓼
照
。

(
41
)

乞
ひq
ξ

鋤

囚
轟

o
↓
巨

讐

(痒

)
鴇
、
§

ミ
§

§

N§

寓
曽
乞
曾
　

Z
×
σ
゜
○
邸
○
曾

ρ
卜。
O
O
O。
噌
影
印

一
〇
讐

山
O①
9

(
42
)

順
化
虞

二
百
年
、
生
聚
之
飴
、
邑
里
相
望
。
即
癸
巳
年
丁
簿
、
九

縣
州

八
百
六
十

二
杜
村

坊
、
人
敷
共
十

二
萬

六
千
八
百

五
十
七
人
、

納
差
絵
各
銭
至
三
千
六
百
貫
。
可
謂
盛
　
。
而
官
疋
田
不
過
十
五
萬
三

千
百
八
十

一
畝
、
山豆
非
人
多
田
少
。
昔
辰
同
犯
商
販
流
通
、
富
春
米

十
升
爲

一
斜
、
僅
銭
三
阻
、
可
充

一
人

一
月
之
食
。
民
未
汲
汲
於
農

也
。
今
蹄
仁
構
齪
、
嘉
定
隔
阻
、
人
相
以
乏
食
爲
憂
。
故
王
帥
甫
定

以
來
、
米
債
貴
而
田
債
亦
高
。
香
茶

・
廣
田

・
富
榮
三
縣
之
民
、
以

執
田
蹟
田
生
訟
不
已
、
損
銭
莫
惜
。
丙
申
四
月
、
將
出
曉
條
例
、
其

照
蓮
自
將
講
説
、
以
免
訟
争
。
然
有
四
十
年
前

一
匠
婦
断
責
私
田
文

契
、
爲
同
杜

公
田
、
而
争
蹟

、
有
十
年

前

一
人
家

断
費
私

園
文
契
、

爲
本
族
香
火
、
而
投
告
。
其
弊
猫
未
已
也
。

(
43
)

乞
ゆq
信
菰
⇒
内
鼠

o
↓
げ
鼠
⇒

(①
9
Y
魯

9゚
卦
影
印

一〇
①
9山
O
刈
9

(
44
)

内
辰
年
四
月

二
十
日
、
鎭
撫
衙
門
曉
條
。
各
杜
公
田
私
田
、
現
有

見
耕
籍
、
從
前
因
被
償
官
通
、
経
朱
批
許
断
責
爲
私
。
或
自
窺
爲
私

田
致
民
、
或
無
田
爲
生
、
其
弊
所
當
楚
正
。
凡
公
田
断
吉貝
、
不
問
年

月
久
近

・
輪
流
買
費
、
井
許
追
契
蹟
田
、
均
給
生
業
。
買
者
不
得
固

執
。
自
莚
、
既
埴
後
不
得
再
將
断
責
。
違
者
、
買
吉貝
之
人
各
有
罪
及
。

一
、
各
杜

公
債

田
、
從
來

被
雇

頗
多

及
又
延
引
年

限
、
致
杜

民
無

以
爲
業
。
弦
灌
。
宜
酌
量
。

一
、
凡
全

杜
所
雇

、
公

田
自
十

畝
以

上
、
股
銭
未

満
限
、
無
折

牛

還
民

、
以

資
生
業

。
其

各
杜

民
、
伍

照
雇
契

内
引
、
還
原

銭

牛
分

在
買

用
人
。
若
吉
貝
有

交
瞭

者
、
聰
贈
其

逐
人

口
分
。
公

田
雇

借
者
、
亦
依

此

例
、
自

今

以
後
、
凡
有
雇

借
、
定
以

一

年
牛
或

二
年
爲
準
、
不
可
過
多
。

〈以
下
略
〉

(45
)

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
清
幅
集
落

で
正
丁
と
寓
居
民

の
問
に
大
き

な
経
濟
的
格
差
が
生
ま
れ

て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
。
清
幅

集
落

へ
の
移
住
者
は
先
述

の
よ
う

に
水
軍
關
係
者
、
造
船
關
係
者
が

主

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
以
外

の
牧
入
源
を
持

っ
て
い
る
。
彼
ら

が
農
業
を
螢
む
場
合
、
そ
れ

に
よ
り
生
計
を
立

て
る
と

い
う
よ
り
は
、

自
家
消
費
を
前
提
に
し
た
家
庭
菜
園
的
な
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。

(46
)

乞
ぴq
O

O
旨

日
げ
ρ

乞
ひq
身

9

<
9

乞
ひq身

Φ
戸

寄

　
一薯

①

霊

b
旨

(巴
ω
)゚
℃
b
噺
鑓

§

亀
§

b
貸

§

ら
ミ

昼
b
ρ

=
節
Z
曾

乞
×
σ
゜
↓
鼠

9
◎
同も

』
⑩
○。°

(47
)

牧
入
に

つ
い
て
記
し

て
い
な

い
と
は

い
え
、
支
出

に
つ
い
て
は
購

入
日
、
購
入
物
、
債
格
、
購
入
場
所
な
ど
が
詳
細

に
記
さ
れ

て
い
る

も

の
も
多
く
、
杜
會
経
濟
史
的
に
重
要
史
料

で
あ
る

こ
と
は
間
違

い

な

い
。
ま
た
、
祀
堂

の
建
設

や
修
繕
と

い

っ
た
特
に
大
き
な
費
用
が

必
要
な
場
合
は
、
こ
れ
と
は
別
に
族
人
が
醸
出
し

て
資
金
を
作

っ
て

い
る
。

(48
)

度
量
衡

に
つ
い
て
は
關
本
紀
子

『は
か
り
と
も

の
さ
し

の
ベ
ト
ナ

ム
史
』
風

響

杜
、
二
〇

一
〇
年

参

照
。
「方

」
は
容

積
輩

位
だ

が
、

院
朝
期

に

一
斜

11
二
方
11
二
六
升
と
公
定
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
從
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え
ば

一
方

11
籾

七
〇
㎏

前
後

と
な

る
。
し
か

し

「方

」
は
佛
領

期

に
導
入
さ
れ
た
ピ

ク
ル
の
漢
語
表
記

の
可
能
性
も
あ
り
、
こ

の
場
合

は
約

六
〇
㎏

と
な

る
。
さ
ら

に
地
方

的
な
容

積
軍
位

が
使
用

さ
れ

て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、

こ
こ

で
は
特
定
し
が
た

い
。
ま
た

一
九
五

五
年

四
月

に
實

施

さ
れ
た
競

吉貝
結
果

に
比

べ
る
と
倍

以
上

の
量
と

な

っ
て
い
る
が
、
前
回
は
藪
年
分

の
耕
作
椹
を
競
費
に
付
し

て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。

(
49
)

一
九
五
五
年
度

の
競
責
総
額
は
籾
六
七
方
牛
、
そ
れ

に
封
し

一
九

五
四
年
度

の
籾
責
却
量
は
六
七
方

で
あ
り
、
ほ
ぼ
釣
り
合

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
前
年
度

の
籾
責
却
量
に
鷹
じ

て
、
新
年
度

の
競
吉貝
に
お
け
る

籾
総
量
を
決
め

て
い
た

こ
と
を
疑
わ
せ
る
。
競
費
と
は

い

っ
て
も
溢

有
氏

の
人

々
の
み
が
参
加
す
る
も

の
で
あ
り
、
實
態
は
ほ
ぼ
族
人
問

の
申
し
合
わ
せ

に
よ
り
落
札
者

や
金
額
が
決
ま

っ
て
い
た
可
能
性
が

高

い
。

(
50
)

た
だ
し
こ
れ
は
経
濟
的

に
閉
鎖
的
空
聞
、

つ
ま
り
自
給
自
足
的
空

問

に
な

っ
た
と

い
う
意
味

で
は
な

い
。

(
51
)

宮
嶋
博
史
、
「
東

ア
ジ

ア
小
農
杜
會

の
形
成
」
、
溝

口
雄
三

・
濱
下

武
志

・
卒
石
直
昭

・
宮
嶋
博
史

(編
)

『
ア
ジ

ア
か
ら
考
え
る

(6
)

長
期
杜
會
攣
動
』
東
京
大
學
出
版
會
、

一
九
九
四
年
、
六
七
～
九
六

頁
。

(
52
)

蓼
考

と

し

て

一
八
世
紀

末
段

階

の
世
帯

構

成
を

以

下
に
示

す
。

デ
ィ
ン
所
藏

の

「園
簿
』

(
D
T

P
68
、

D
T
P

70
)

に
よ

れ
ば

一

七
七

二
年
時
黙

の
集
落
内

の
住
居
敷
は

一
〇
〇
屋
、
ま
た
西
山
朝
丁

簿

(
D
T
P
45
)
に
よ
れ
ば

一
七
八
六
年
時
鮎

の
人
丁
敷
は

一
八
五

人

で
あ
る
。

一
七
七

二
～

一
七
八
六
年

の
問

に
大
き
な
人

口
の
増
減

は
な

い
と
假
定
す
る
と
、

一
つ
の
家
屋

に
つ
き
卒
均

一
・
八
五
人

の

成
人
男
性
が

い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ

に
は
ほ
ぼ
同
敷

の
成
人
女
性

が

い
た
と
見
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
從

っ
て
、

こ
の
数
値
か
ら
は
祀
父

母
+
父
母
+
未
成
年

の
子
供
と

い
う
比
較
的

小
規
模

な
世
帯
構
成
が

想
定
さ
れ
る
。
成
人

に
達
し
た
子
供
は
條
件
が
整

い
次
第
、
婚
姻
し

て
別
居
す
る

の
が
通
常

で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(
53
)

各
親
族
集

團
内

で
階
暦

分
化
が
進

ん
で

い
た
可
能
性
も
あ

る
が
、

現
時
鮎

で
は
不
明
で
あ
る
。
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〔附
記
〕

本
稿

の
執
筆

の
基
礎
と
な

る
調
査

に
あ
た

っ
て
は
末
成
道

男
氏
、
西
村
昌
也
氏

に
便
宜

を
圖

っ
て
頂

い
た
。
ま

た
現
地
に
お

い
て
も

フ

エ
科
學

大
學

史
學
科

の

乞
ひq
q
菰
づ
O
轟
お

↓
同
巨

帥⊇
自
伽
づ
氏
、
乞
ひq
昌

鋤

く
ぎ

U
ぎ

帥q
氏
、
ト

ゥ
ア
テ
ィ

エ
ン

・
フ

エ
省

博
物
館

の

閏
身

島

O
同島

円
騨

氏

、
タ
イ

ン
フ

オ

ッ
ク
村
村
長

の

2
ゆq
ξ

晋

O
=
磐
ひq
出
喜

氏
な

ど
多

く

の
方

に
圓
滑

な
調
査
遂
行

の
た

め
に
ご
壼
力
頂

い
た

ほ
か
、
フ
ー

ス
ア
ン
大
學

の

↓
感
⇒
<
曾

O
ロ
誰

⇔
氏

に
は
ほ
と

ん
ど

の
調
査

に
ご

同
行
頂

い
た
。
こ
こ
に
記

し
て
感
謝

の
意
を
表

し
た

い
。

ま
た
本
稿
は
卒
成

二
四
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金

(特
別
研
究
員
奨
働
費
)

の
成
果

の

一
部

で
あ
る
。



THE FORMATION OF VILLAGE SOCIETY AND KINSHIP GROUPS

IN THE ENVIRONS OF HUÊ
́
, VIETNAM :

THE CASE OF THANH PHUʼÓʼC VILLAGE FROM

THE 18TH TO THE 19TH CENTURIES

UEDA Shinʼya

A traditional Kinh village is a territorial collective unit composed of a

federation of several patrilineal kinship groups, but, on the other hand, the

patrilineal kinship group is an internal organization of the village as territorial

collective unit, and the two are closely related. Therefore, in examining the process

of the formation of a traditional Kinh village, it is necessary not only to analyze the

village as a territorial collective unit, but also to consider the formation and changes

of the patrilineal kinship groups that comprise the village. In this paper, the author

employs the case of Thanh Phu̓ó̓c village in the vicinity of Huế to examine the

formation of patrilineal kinship groups that survive today from such a viewpoint

and concludes the following.

Clans involved in land reclamation in the 18th century were as a rule

patrilineal, however, they were not thoroughly patrilineal in responding to external

migrants, but were rather flexible in accordance with the situation. In terms of

religious practices, there was a mix of Confucianism, Buddhism, and Taoism, and

permanent special facilities such as a center for ancestral rituals such as the tù̓

đu̓ò̓ng 祀堂 had not yet been established. However, from the 19th century onward,

the patrilineal principle came to be rigorously applied over time in Thanh Phu̓ó̓c,

and it became difficult for later migrants to become members of the reclamation

clans. In addition, this led to difficulties for later migrants in gaining village

membership because it was limited to clans involved in reclamation. On the other

hand, armed with a monopoly on village membership, the reclamation clans

reserved for themselves clan lands by arbitrarily managing the công điền 公 田,

which was actually village common land, and thereby strengthened their financial

base. The fact that reclamation clans established tù̓ đu̓ò̓ng one after another during

the 19th century was probably largely due to this situation. Establishment of tù̓

đu̓ò̓ng led to the strengthening of the Confucianism character of the ritual practices

of the reclamation clans and to advancing the protection of the vested interests of

the reclamation clans against those of later migrants through the Confucian

patrilineal principle.
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With the cases of China, Korea, and Japan in mind, the small farmers society

theory has been used to argue long-term social changes in East Asia and the

formation of traditional society in the early modern period, and, as has been

demonstrated above, it is applicable in large measure to Kinh society in Vietnam.
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